




ＪＲ大船渡線大船渡駅跡

（2014年10月27日撮影）

旧石巻市立門脇小学校

（2014年11月11日撮影）

東日本大震災の現地調査

消防科学総合センターでは、東北地方太平洋沖地震で、津波の被害を受けた太平洋沿岸

市町村のうち、岩手県及び宮城県の被災市町村の発災後３年半を経過した復興状況等を概

観するため、平成26年10月、11月に現地調査を行いました。ここにその一部を紹介します。



広島市土砂災害の現地調査

平成26年８月19日夜から、日本海に停滞する前線に暖かく湿った空気が流れ込み、広

島市を中心に局地的な豪雨となり、大規模な土砂災害が発生して74人が犠牲となってお

ります。消防科学総合センターでは、被災状況等を概観するため、被災直後に現地調査を

行いました。その一部を紹介します。

広島市安佐北区可部東地区の土砂災害の様子

（平成26年８月21日撮影）

広島市安佐南区八木地区の土砂災害の様子

（平成26年８月21日撮影）
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１　はじめに

2014年の干支は「甲午（きのえうま）」でした

が、この干支は、なかなか思うように物事が進ま

ない傾向にあり、荒れがちで問題が表面化しやす

い年となりがちな年であるとのことでした。土砂

災害や火山の噴火など自然災害の新たな局面に遭

遇して、新たな災害対応の課題に対応することが

強く求められました。

2015年の干支は「乙未（きのとひつじ）」です。

「乙」は、いかに抵抗力が強くとも、それに屈せ

ず弾力的に、雄々しくやっていくことを意味しま

す。自然災害については、昨年からの持ち越しの

旧習を打破して、新たに問題解決すべく努力を続

けるべきなのですが、依然障害が強く苦労しがち

な情勢を表しています。「未」は「昧」に通じま

すので、曖昧にしてはいけないということを表し

ています。要するに、いろいろな真実、法則、道

というものを明らかにして、曖昧にして見失わ

ないということを意味しています。（注：「干支から

見る2014年甲午から2015年乙未の解明・啓示」http://shutou.

jp/blog/post-177/　参照）

本論においては、昨年から今年への干支の流れ

を勘案しつつ、昨年の自然災害を振り返るととも

に、今年中に新たに対応すべき災害対策について

述べて参りたいと思います。

２　2014年の自然災害の概要と課題

⑴　平成26年豪雪

①　災害の概要

2014年２月には、日本列島を２週続けて大

雪が襲いました。記録的な積雪となった東日

本では、多くの人が亡くなったり、地域が孤

立したりしました。特に、記録的な積雪量

114センチを記録した甲府や同じく143センチ

の河口湖では陸の孤島状態になり、物流が止

まった山梨県内では食料や燃料などが不足し

ました。国は、豪雪としては初めての「非常

災害対策本部」と「同現地対策本部」を立ち

上げて、対応に当たりました。死者26名、負

傷者701名という豪雪による災害としては、

記録的な大きな被害をもたらしました。

②　災害からの課題

この平成26年豪雪の特徴は、例年はそれほ

ど積雪量が多くはない地域が大雪に見舞われ

たことによって、除雪能力が追い付かず多く

の孤立集落が雪の中に取り残されて、ライフ

ラインも切断された状況が長く続いたという

ことだと存じます。また、道路に取り残され

た車両を除去する法的措置が不足していたた

め、これらの放置車両のために救助が遅れた

ことも大きな課題として残りました。

乙未に当たっての自然災害リスクマネジメント

東北大学公共政策大学院副院長・教授

（兼）災害科学国際研究所教授　島　田　明　夫

● 巻 頭 随 想
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⑵　平成26年８月豪雨

①　災害の概要

2014年８月には、集中豪雨が多発しました。

広島市を継続的な豪雨が襲い、大規模な土砂

災害により74人が犠牲になりました。また、

京都府、兵庫県北部で８月16から17日に降っ

た豪雨により、京都府福知山市は市街地が広

範囲で冠水し、住宅の床上・床下浸水が１千

棟を超えて、自衛隊に災害派遣要請が出され

ました。同様に兵庫県丹波市でも大規模な土

砂崩れが多発しました。

７月30日から８月26日にかけて、台風12号、

11号および前線と暖湿流により日本の広範囲

で発生した豪雨について、気象庁が「平成26

年８月豪雨」と名称を定めています。

②　災害からの課題

この平成26年８月豪雨の特徴は、特定の地

域に集中的な豪雨が長時間続いたことによっ

て、大規模な土砂災害が発生したことにあり

ますが、避難指示が遅れたこと、土砂災害特

別警戒区域の指定などの課題を残しました。

⑶　平成26年９月27日御嶽山噴火

①　災害の概要

９月27日に発生した長野県と岐阜県の県境

に位置する御嶽山の噴火では死者・行方不明

者63名、負傷者69名の大きな被害が発生しま

した。９月下旬の現地では紅葉のシーズンで

土曜日の好天に恵まれ、11時52分という行楽

には絶好の昼食時に突然の噴火に見舞われた

大変不幸な事態となりました。

②　災害からの課題

ここでは、火山情報の出し方や噴火予知の

体制など多くの課題が残りました。また、火

山の噴火は御嶽山だけではなく、鹿児島県の

桜島、口永良部島、熊本県の阿蘇山などでも

噴火活動が活発化していますし、蔵王山での

火山性微動も注目を集めています。

⑷　平成26年11月22日長野県北部地震の概要

①　災害の概要

11月22日22時08分に発生した長野県北部地

震では、マグニチュード6.7、最大震度６弱

の直下型地震が長野県北部の白馬村、小谷村

を中心に被害をもたらしました。被害は、全

壊33戸、半壊63戸、一部損壊834戸でしたが、

近隣住民の共助により生き埋めになっていた

住民が救出されるなど、幸いにも死者はゼロ

にとどまり、負傷者46名でした。

②　災害からの課題

白馬村・小谷村での近隣住民の助け合いは、

今後の災害応急対策における共助の重要性や

地区防災計画に反映させるべき課題を浮かび

上がらせる模範的な応急対応であったといえ

るでしょう。

３　2014年の自然災害からの課題に対す

る対応策

⑴　豪雪への対応策

①　除雪能力の向上

除雪能力の向上のためには、地域の建設業

者の防災力の向上に努める必要がありますが、

ここ10年ばかりの公共事業の縮減で建設業者

の疲弊が大きく、資機材や人材の不足に直面

しているのが現状です。日頃からインフラの

老朽化対策を進めるなどにより地域の建設業

者の経営採算を向上させ、地域の防災力の向

上に努める必要があると思われます。

②　放置車両等の除去

首都直下地震など大規模地震や大雪等の災

害時には、被災地や被災地に向かう道路上に

大量の放置車両や立ち往生車両が発生し、消

防や救助活動、緊急物資輸送などの災害応急

対策、除雪作業に支障が生ずるおそれがあり

ます。

一方、道路法に基づく放置車両対策は、非

常時の対応としては制約があるため、緊急時

№119 2015（冬季）
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の災害応急措置として、災害対策基本法に明

確に位置づける必要がありましたので、同法

の改正案が2014年11月14日に可決成立しまし

た。今後は本法の適切な運用により、放置車

両や立ち往生車両の発生を防ぐことが肝要で

す。

⑵　集中豪雨と大規模土砂災害への対応策

①　豪雨への対応

地球温暖化等に伴って、今後とも局地的な

集中豪雨は増加傾向にあると考えられてい

ます。集中豪雨の被害を100％防ぐ措置は困

難ですが、このような状況に対応するため、

2013年５月30日に公布された改正気象業務法

によって、予想される現象が特に異常である

ため重大な災害の起こるおそれが著しく大き

い旨を警告して行う警報としての「特別警

報」の制度が導入されました。

しかしながら、「特別警報」は都道府県単

位で発令されるため、このたびの広島豪雨災

害のような局地的な豪雨には発令されません

でした。一方で、管区気象台は、地方自治体

が適切に避難指示等を出せるように必要とな

る気象情報の提供やアドバイスを充実させて

ゆくこととしております。適切なタイミング

で市町村が避難指示を出すことができるよう

に、管区気象台との綿密な情報交換を行うこ

とが求められます。

②　土砂災害特別警戒区域等の指定

土砂災害防止法の一部改正（2011年５月）

に基づき、大規模な土砂災害が急迫している

状況において、市町村が適切に住民の避難指

示の判断等を行えるよう、国土交通省又は都

道府県が緊急調査を実施し、被害が想定され

る区域・時期の情報が提供されています。

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築

物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著し

い危害が生ずるおそれがある区域を積極的に

土砂災害特別警戒区域に指定して、ハザード

マップ等で住民の方々に周知することが求め

られます。

このたびの広島豪雨災害の被災地と同じよ

うな住宅地は全国に多数存在しており、短期

的にこのような住宅地を解消することは困難

ですが、長期的には将来の人口減少を見据え

て、より安全な地域に住居を移転するように

誘導することが求められると思われます。

⑶　噴火災害への対応策

①　火山情報の出し方

御嶽山の噴火警戒レベルは、噴火前はレベ

ル１（平常）でしたが、噴火後にレベル３

（入山規制）に引き上げられました。ちなみ

にレベル２は、火口周辺規制です。

一般的に火山の噴火を正確に予知すること

は極めて困難であって、今までに火山噴火予

知連が噴火予知を出したのは、2000年の有珠

山噴火のみです。特にこのたびのような水蒸

気噴火は、明確なマグマの上昇や山体の膨張

等の兆候が観測されないため、予知は困難だ

とされています。

しかしながら、御嶽山においても、噴火の

前兆と思われる変化も観測されておりました

が、噴火を予知するまでには至っていません

でした。このような状況に対応するため、気

象庁においては、「火山登山者向けの情報提

供ページ」をウェブ上に公開して、火山の登

山者に対する情報を提供しております。

そもそも、火山に限らず登山には何らかの

リスクを伴うものです。噴火に巻き込まれて

亡くなる方々よりも、悪天候や雪崩、滑落等

で亡くなる方々の方が遥かに多いのです。噴

火の前兆と思われる変化があったとしても、

実際には噴火しないケースの方が多いのです

から、直ちに規制をかけるのは非現実的です。

注意情報を出したうえで、登山者の方々の自

消防科学と情報
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己責任で登山するかどうかを決めて頂くしか

ないのではないでしょうか。

②　噴火予知体制の整備

2000年の有珠山噴火においては、事前に噴

火を予知して、住民が避難することができた

ために死傷者ゼロという実績をあげることが

できました。御嶽山においても事前に噴火の

予知ができていれば、確かに被害は防げたは

ずです。ただ、有珠山の噴火予知は、日頃か

らの北海道大学や気象庁などの詳細な観測体

制が確立され、有珠山のホームドクターとし

ての研究者の弛まぬ努力があったればこそ実

現されたのです。

このように、日頃から火山の観測・研究を

継続し得る体制を整備して、ホームドクター

としての火山の研究者を育てることが必要で

はないでしょうか。

⑷　地震への対応

①　大規模地震への対応

首都直下の地震や南海トラフ沿いの地震・

津波に対する備えとしては、地道に耐震補強

や建て替え、建物の不燃化や密集市街地の解

消を進めたり、津波災害に備えた避難場所、

避難路等の整備を進めるとともに、防災教育

や防災訓練の促進を図る必要があります。

②　共助による災害応急対策の促進

2014年の長野県北部地震における住民の

方々の共助による救出活動は、災害応急対策

のひとつのモデル的な対応だったと思います。

災害規模が大きければ大きいほど、公助によ

る救助は困難になります。家やがれきの下敷

きになっている方々を発災後72時間以内に救

出することが、一番優先すべきことです。　

20年前の阪神・淡路大震災においても、消

防は消火活動で手いっぱいだったため、下敷

きになっていた方々の８割は周辺住民の方々

の共助による救出で救われたのです。このよ

うに、都市規模の大小にかかわらず、周辺住

民の共助による救出活動は、災害の応急対策

上極めて重要な位置づけを与えられるべきも

のだと考えます。

③　地区防災計画の策定

このような地域住民による防災力をより一

層高めるためには、あらかじめ地域住民の防

災意識を高めるとともに、非常時における救

助や災害時要支援者への支援を円滑に行える

ように、2013年の災害対策基本法改正によっ

て創設された「地区防災計画」の作成を進め

て、住民の役割を明確にすることが求められ

ると思われます。

４　2015年以降の災害対策の方向

⑴　「甲午（きのえうま）」から「乙未（きのとひ

つじ）」に向けて

以上を踏まえて、2015年には昨年からの持ち

越しの課題を打破して、新たに問題解決すべく

努力を続ける必要があります。そのためには、

いろいろな災害に備えて、災害対応力の向上に

は何が必要かということを明らかにして、曖昧

にして見失わないように努力することが求めら

れます。

①　地域防災力の向上

地域防災力の向上のためには、地道にイン

フラの老朽化対策を進めるなどにより、ハー

ド面の防災力を強化するのみならず、地域の

建設業者が資機材や人材を安定的に確保でき

るようにすることが必要です。

また、地域住民の共助による災害応急対応

の重要性にかんがみて、地区防災計画の策定

を進めて、消防との協力関係や地域住民の役

割分担を事前に明確にしておくことも大切だ

と思われます。

②　気象情報の性格な把握と適時・的確な避難

指示等
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局地的な集中豪雨については、管区気象台

と密接に情報交換を行い、できるだけ早めに

避難指示等を出して、住民が安全に避難でき

るように体制を構築することが重要です。

③　災害危険情報とハザードマップ

土砂災害をはじめとする災害危険区域につ

いては、必要な地域への指定をためらうこと

なく、客観的なデータに基づいて適切に指定

し、それをハザードマップで住民に周知徹底

することが重要です。

また、火山情報においても、「火山登山者

向けの情報提供ページ」において注意すべき

情報を提供するとともに、登山者はその情報

に基づいて自己責任で登山の判断をすること

が重要です。

⑵　日本の自然災害リスクのマネジメント

①　国全体としての自然災害リスクに対するマ

ネジメント

東日本大震災とそれに伴う福島原子力発電

所事故以来、しばらくの間、津波災害と放射

能のリスクのみがマスコミ等にとりあげられ、

その他の災害リスクに対する関心が薄れかけ

ていました。しかしながら、2011年８月の台

風12号による十津川村を中心とする土砂災害

（死者249名）や同年10月の台風26号による伊

豆大島の土砂災害（死者・行方不明者43名）

など、地震・津波以外の災害が毎年のように

発生し、低頻度の津波災害リスクのみならず、

高頻度の土砂災害等の自然災害リスクについ

ても同様に考慮しなければなりません。

現在、防潮堤の建設や土地のかさ上げなど

被災地に対する災害予防施策に対して多くの

資源が投入されている一方で、日本全体に視

野を広げれば、南海トラフ地震や首都直下の

地震など、今後発生が危惧される災害に対し

ても対策を行う必要があります。そのため、

国全体として防災対策の資源配分について議

論する必要があります。

さらに、大型台風等による土砂災害や火山

の噴火など地震・津波以外の自然災害にも災

害リスクの予測に基づくバランスのとれた対

応が求められています。

②　首都及び南海トラフ沿いの自治体の災害に

対する対応力の強化

東日本大震災の被災地においては、今後発

生するおそれのある災害に備えた新たな防災

施設の整備が進められています。東日本大震

災において非常に大きな被害が発生したこと

を考えれば、甚大な被害の発生を再び繰り返

さないためにも、被災地で生活している人々

を守る防災施設の整備は必要です。現在、被

災地に新たに防潮堤を建設する必要から多く

の資源が被災地に投入されています。

その一方で、今後発生が危惧されている南

海トラフ地震・首都直下の地震への対策も考

えていく必要があります。また、直下型地震

やその他災害におけるリスクは多かれ少なか

れ日本の全ての地域が抱えているといっても

過言ではありません。防災施策の地域バラン

スの視点も持たなければなりません。

５　おわりに

本論考が、今後発生が懸念されている首都直下

の地震や南海トラフ沿いの巨大地震・巨大津波等

の広域大規模災害や豪雪災害・土砂災害・火山噴

火災害などに役立つとともに、全国の消防に従事

されておられる方々の防災力の向上などにも寄与

することを祈念しております。

消防科学と情報
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１．はじめに

筆者は認知心理学者として被災地にある大学の

看護学部に勤めている。発災直後には看護学部の

教員として気仙沼で支援活動を行った。その後、

学生ボランティアを引き連れて南三陸町の仮設住

宅に住む高齢者の生活不活発病の予防のための活

動を継続して行っている。また昨年度は復興庁の

受託事業「東日本大震災生活復興プロジェクト」

の委員として、被災地で開催された復興円卓会議

に参加し、被災地の方々の声を直接伺うことがで

きた。本稿ではこれらの経験を踏まえて、被災者

のこころのケアについて考えたことを述べる。実

証的な調査に基づいたものではないことをあらか

じめ断っておく。

未曾有の震災からの復興は未だ継続中であり今

後も支援が必要な情況である。一方、今後発生す

る震災への対応に役立つ知見としてこれまでの支

援を振り返る必要もある。小稿が何らかの示唆を

提供することになれば幸いである。

２．こころのケアを必要とする対象者の

範囲について

いうまでもなく東日本大震災では、地震後の津

波によって甚大な人的・物的被害が生じた。被災

地というと津波の被害を受けた沿岸部が想定され、

被災者というとその地域に住んでいて住居に被害

を受けた人、仕事を失った人、身近な方を亡くし

た人などを頭に思い浮かべるのは当然のことであ

るし、これら地域の人々に支援が必要なことはい

うまでもない。特に自分自身が生命の危機に直面

した人や身近な方を亡くした人は、深刻なこころ

の問題をかかえやすく、適切なケアの提供といっ

た支援が必要である。実際これらの地域には発災

直後から多くの支援の手が差し伸べられ、傾聴ボ

ランティアなどの活動も多く行われてきた。

筆者は発災後、気仙沼の山間部や南三陸町の山

間部に住む高齢者への訪問ボランティア活動を

行った。これは被災市町での地域保健業務の人

的・物的資源が被害の大きかった沿岸部に集中し

て投入されたため、山間部への対応が手薄になっ

ていることを補完する目的で行った活動であった。

山間部は比較的被害の少ない地域であるが、仮設

住宅が整備されるまでの間、住宅に被害を受けた

人々の多くが山間部に住む親類を頼って避難して

きていた。このような住民の移動について行政が

十分に把握できていない状況がしばらく続いてい

た。甚大な被害を受けた沿岸部だけでなく、被害

の程度は低いとして周辺部にも震災の影響が及ん

でいたことを認識する必要がある。また被災地は

地縁血縁関係の比較的濃密な地域でもあり、山間

部にも身近な方を亡くした人が多くいることも忘

れてはならない。

ところで熱傷患者の多くが PTSDを抱えるが、

熱傷の深度や面積、人目につく場所かといった熱

傷の位置などと PTSDの深刻さとの間にはほとん

ど相関が見られないことが知られている。PTSD

の深刻さはもっぱら受傷者が自分の熱傷をどう受

け止めているかに依存する。ここで注意が必要な

□大震災がもたらしたこころへの影響と支援

宮城大学看護学部教授　真　覚　　　健

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～
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ことは、周囲の人々からの共感や同情、支援は本

人の主観による PTSDの深刻さよりも熱傷のひど

さに基づきやすいことである。すなわち、熱傷が

はたからみてもひどい場合には共感や同情、支援

を受けやすい一方、熱傷の程度がさほどでもない

ような場合には PTSDが深刻なものであってもそ

れらが受けにくいだけでなく、「その程度のこと

で」と非難されることさえある。本人のかかえて

いる問題が深刻であっても支援を受けにくいとい

う意味で、「一見軽く見える問題の方が一層深刻

である」ということもできる。

同様のことが震災後のこころの問題にもあては

まる可能性がある。PTSDなどのこころの問題の

深刻さは、本人が受けた被害の程度によるのでは

なく、受けた被害を本人がどうとらえているかに

よる。すなわち、津波によって直接被害を受けた

沿岸部だけでなく、周辺の山間部においても深刻

なこころの問題をかかえた人々がいると考える必

要がある。被害そのものは小さくても、比較的揺

れの大きかった内陸部にも深刻なこころの問題を

かかえた人々がいると考えなければならない。

今回の震災では、被害の大きかった地域からの

住民の移動に伴って、離れた地域の学校において

も、児童・生徒の転入・転出が頻繁に生じていた。

転入・転出の当事者である児童・生徒へのこころ

のケアが必要なだけでなく、これらの学校にもと

もと在籍している児童・生徒に対しても配慮が必

要であろう。

大きな被害を被った人々を中心にこころのケア

や支援を考えていくことは当然のことであるが、

あまり被害を受けなかった人々の中にもこころの

ケアや支援が必要な人がいるということも忘れて

はならない。特に今回の震災では、沿岸部の被害

があまりに大きなものであったために、それ以外

の地域の人々にとっては自分たちの不満や問題を

口にすることを遠慮する雰囲気があることも確か

である。それだけに支援が必要であるということ

を忘れてはならないといえる。

３．時間の経過によるこころの問題の変

化と支援

発災から４年近くが経過し、被災者の多くは日

常生活を取り戻しつつあるといえる。そのことか

ら、こころの問題は回復しつつあるということも

できるだろう。しかし身近な方を亡くしたような

悲しみは完全に癒えることのないものでもある。

こころの問題からの回復は、問題をかかえた状態

から問題のない状態へ変化するような単純なもの

ではなく、問題から回復したように思える状態で

あったのに、何かの状況の変化をきっかけに問題

が再び現れることが起こりうるものである。

震災によるこころの問題には、震災そのものに

起因する１次的問題とその後の生活の中で生じる

２次的問題がある。仮設住宅から災害公営住宅へ

転居することをきっかけにこころの問題が再び現

れることも十分考えられることである。発災から

時間が経過して、アルコール依存やうつ状態なの

どの問題が増加している。発災後高校生の子ども

を育ててきたが、その子どもが大学進学で地元を

離れたことから、気が抜けたようになり、それま

で見られなかった PTSDの症状を示すようになっ

た事例もある。発災後振り返ることもなく必死に

生活してきた人が、生活を回復させたことによっ

てこころの問題を顕在化させることもありうる。

これまでこころの問題が見られなかった人に対し

てもきめ細やかな配慮や対応が必要である。

2011年に入学した学生が今年卒業する。発災後、

進学や就職などの転機を迎えた子どもたちも多い。

子どもたちのこころのケアには、居場所造りと目

標の設定や達成の実感などが必要である。支援を

受ける立場から、人の役に立っているという実感

を得ることや、自立して何らかの役割を果たすこ

とは、こころの問題からの立ち直りにとって重要

である。しかし大きな被害を受けた地域から来て

いる学生を見ていると、故郷の復興に寄与したい

という思いと、自分の将来設計の考えの中で気持

消防科学と情報
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ちが揺れ動いているように思える。また復興活動

への熱心さとともに何か疲弊しているような印象

を受けることもある。発災から時間が経過するこ

とによって、遮二無二がんばる時期から肩の力を

抜くことも必要な時期に移行したのかもしれない。

がんばりすぎなくても良いという安心感を提供し

ていくことも必要であろう。

こころの問題は時間の経過に伴って変化してい

くので、こころのケアとそのための支援はこれか

らも長期間にわたって必要である。しかし被災地

の多くはこころのケアについて十分な体制が整備

されているとはいえず、また適切な人材が不足し

ている地域もあり、継続的な支援活動が必要であ

る。

被災地の多くは元々人口の流動性が高い地域で

はなかった。そのため外部から入ってくる人物に

対して大なり小なりの警戒心があることは否めな

い。発災直後の傾聴ボランティアについて、急性

期のこころのケアにとって有用であったことは間

違いないが、ボランティアへの対応を負担に感じ

た住民がいたことも事実である。こころのケアの

ために活動するボランティアに対してありがたい

といった感謝の気持ちを持つ一方で、活動の意図

に疑問を持つこともある。有効なこころのケアを

行うためには、地元の人々から信頼を得ることが

不可欠である。そのためにもお互いの顔がわかる

ような継続的な支援活動が求められる。

４．支援のありようについて

今回の震災では、発災直後から多くのボラン

ティアが被災地に入り支援の手が差し伸べられて

きた。数は減ってきたとはいえ現在も継続してい

る活動も多い。ここでは大学を中心にした支援に

ついて３つのことを指摘しておきたい。

ひとつは前述のような直接被害を受けていない

地域への支援の主体としての大学の役割である。

ボランティア活動に参加する側としては、活動の

手応えを直接感じることができるところへの参加

を希望するのは当然のことである。その意味で直

接被害を受けていない地域への支援は必要なもの

であっても実施しにくいといえる。周辺地域への

支援の必要性を教えてボランティアを集めること

ができる組織として大学が考えられる。直接被害

を受けた地域への活動と併せて行うことで、活動

を通じての学生の学びを深めることができよう。

また継続的な支援を行う組織としての役割も大学

には期待される。

第２の点は、ボランティア活動終了後のフォ

ローについてである。災害が深刻なものである場

合、惨事ストレスをボランティアがかかえるリス

クが高い。活動参加者のこころのケアの枠組みを

しっかり作った上で学生を送り出す必要がある。

元々こころに問題をかかえている学生がボラン

ティア活動に参加する可能性についても十分な認

識が必要である。その意味でもボランティア活動

後のフォローが必要である。

第３の点は、阪神大震災も東日本大震災も寒い

時期に生じた災害であり、暑い時期の災害の場

合同じような初動体制で良いかという問題であ

る。腐敗等による感染が危惧されるような状況で

は、安全性が確認されてからの活動派遣が望まし

いといえよう。学生の２次被害の防止という点で

も、ボランティア活動に参加する学生の把握が大

学には必要とされる。

長期にわたる支援の継続のために学生の善意や

熱意は有用であり、学生を適切に指導・教育し、

復興の担い手として今後も学生を送り出していく

ことが大学に求められよう。
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１．はじめに

大規模自然災害による被災者へのこころのケア

は、1990年の雲仙・普賢岳噴火災害、1993年の北

海道南西沖地震での経験と1995年の阪神・淡路大

震災や2004年の中越地震、2007年の中越沖地震で

の活動実績から広く関心を持たれ、さまざまな経

験が積まれてきている。現在では多くの人々が、

自然災害による被災者に対するこころのケアの必

要性に異論を挟まないであろう。

しかしながら、これらのこころのケアは被災直

後の活動イメージが強く、数年に渡る復興（中

長）期での活動への理解はまだ低い。被災直後は

さまざまなメディアが被災地や被災者の現状を報

道するものの、時間経過とともにその頻度が減少

していることによるのかもしれない。また、被災

地域の日常性の回復とともに、いわゆるトラウマ

反応が日常生活上の問題に隠されてしまうからか

もしれない。実際には、被災から10数年経過した

後でも多くの地域住民が精神症状に苦しんでいる

報告もあり（木下ら，2012）、継続的に注意深い

ケアが必要な領域である。

東日本大震災からあと数ヶ月で４年を迎えよう

としている今、被災直後からのこころのケア活動

を振返り、岩手県沿岸被災地域で生活している

人々のこころの現状と課題を報告したい。なお、

本報告は筆者の研究結果と臨床心理士として参加

した（ている）岩手県臨床心理士会の支援活動内

容に基づくものであることをお断りしておく。

２．“こころのケア”活動の内容と対象

について

“こころのケア”という言葉に対する理解が広

まっているとはいえ、被災直後の避難所などをま

わっていると、訝しがられる経験が多かった。

精神科医や保健師・看護師、臨床心理士等の保

健医療関係の専門職にとって“こころのケア”と

いう言葉は馴染み深いが、一般的には“精神的な

問題をもつ人々への対応”という認識が強いから

かもしれない。突然被災し、非日常的な生活空間

に詰め込まれた状況で、見知らぬ専門家から“こ

ころのケア”が必要と伝えられても、自分はその

対象でないと意思表示するのはもっともなことで

ある。むしろ、健康的な反応と理解もできる。し

かしながら、後述の通り、避難所で生活していた

被災者の多くは不安や不眠、過覚醒などの状態に

あった。

鈴木（2008）は先行研究から災害後の精神的反

応を「1）適応的反応、回復、2）異常な事態に対

する正常な反応、3）精神疾患」に整理し、精神

疾患をもつ人々への対応と健康な市民向けの対応

をわけて実践する必要性を指摘している。また、

2007年に発行された IASCガイドラインの多層的

な支援体制（図１）を紹介した。

この体制では基本的な生活と身体的健康のニー

□東日本大震災被災者へのこころのケア

－被災後４年目を目前にした岩手県沿岸被災地の現状と課題－

岩手県立大学 社会福祉学部　中　谷　敬　明

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～
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ズを満たし、家族関係や地域社会の安定化を図り、

自助・共助を促進する。その後に、基本的なここ

ろのケアが実施され、精神保健ニーズを把握する。

そして、精神保健専門家による治療へとつなげる

のである。大規模自然災害によるこころのケアに

関するこれまでの経験や東日本大震災での活動の

課題を踏まえて、厚生労働省は2014年１月に災害

派遣精神医療チーム：DPAT活動要領を発表した。

DPATに関する詳細は災害時こころの情報支援セ

ンター HP（http://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/index.

html）を参照されたい（DPATは2014年８月の広

島県大雨災害ではじめて派遣され、活動した）。

ところで、こころのケアの対象と聞くと、避難

所や仮設住宅等に居住する被災住民がよく想定さ

れる。しかしながら、自宅等の被災を受けなかっ

た沿岸被災地の地域住民も被災住民と同じく非日

常的体験を数週間に渡って受けている。これらの

住民にもさまざまなストレス反応が起きていたと

考えられる。東日本大震災の場合、発災後の時間

経過や支援体制の回復に伴って、地域住民もここ

ろのケアの対象に含めて実施することが必要で

あった。また、鈴木（2008）は被災者だけでなく、

支援者に対するこころのケア活動にも言及してい

る。支援者には当然ながら被災した地元支援者が

含まれよう。いわゆる支援者のこころのケアは後

手になりがちであるが、支援活動の被影響性の高

さを考えると、メンタルヘルスへの予防活動とし

てできるだけ早期に実施すべきものであろう。

３．被災直後から現在までのこころのケ

ア活動

震災直後には、各地の DMATや心のケアチー

ムが医療的ケアやこころのケアを目的として岩手

県沿岸被災地にて活動し、その後、いわて災害

医療支援ネットワークが対応した（赤坂，2013）。

ここでは筆者が参加した岩手県臨床心理士会によ

る支援活動（図２）を中心に報告する。

岩手県臨床心理士会によるこころのケア活動は

発災１ヶ月後の４月より始まった。多くは他機

関・団体との共同活動であり、2011年度は17事業

を実施した。この事業には支援者を対象としたこ

ころのケアも含まれている。

避難所活動では、定期的に同じ避難所を訪問し

て、避難所の管理者や避難している方々と顔馴染

みになっていった。ここでは、災害に遭った時に

心身に起きるストレス反応について説明し、その

反応は“異常な状態の正常な反応であり病気では

ないこと”、“ストレス反応は時間経過とともに落

ち着いてくること”などのストレス反応に関する

心理教育を実施した。避難所での心理教育の内容

は担当者間で共有し、同じ内容を繰返し伝えた。

また、心理教育後には呼吸法や筋弛緩法といった

リラクゼーション教育を必ず実施した。心身の変

化に対する知識だけでなく、自律的にリラックス

する体験も必要だからである。避難所活動では、

リラクゼーション教育が好評であり、避難所が撤

退する頃には我々の訪問を待ってくれる方々もい

るようになった。リラクゼーション教育に参加し

た方々の感想によると、実施後に身体が軽くなっ

たり、その日の寝付きがよくなるということで

あった。この感想からは意識化していないものの、

個々人が心身にストレス反応を蓄積していること

が推察された。

支援者支援は行政機関から岩手県臨床心理士会

図１ 災害精神保健活動における

多層的なサービス提供のモデル図（鈴木，2008）
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に依頼されたものがほとんどで、心理教育とリラ

クゼーション教育、個別面接を実施した。また、

就学前の子どもを支援する他団体からの依頼で、

幼稚園教諭や保育士、保護者を対象として、子ど

ものストレス反応やその対応の研修会も開催した。

“津波ごっこ”で遊ぶ理由やその対応、今後示さ

れる可能性のあるストレス反応や対応を伝えるこ

とで、幼稚園教諭や保育士、保護者は安心したよ

うであった。もちろん、参加した方々への心理教

育やリラクゼーション教育も研修の中に含めて実

施した。子どもたちにとって、親や馴染みのある

先生に見守られる生活が一番安心できる環境であ

る。さまざまな専門家による支援と同時に、これ

らの研修会を通して、子どもの身近にいる大人が

安全・安心感を取り戻すことに専心した。

発災約半年後から、仮設住宅や被災地域を対象

としたこころのケア活動に移行した。これらの活

動は被災地域の行政や社会福祉協議会のこころの

ケア活動と連携して実施し、必要な場合に地域資

源につなげられる体制を確保して行った。活動内

容はこれまでと同じであるが、ある仮設住宅団地

ではイベントを開催して住民が集まりやすいよう

に心がけ、リラクゼーション教育や仮設住民同士

の人間関係形成を促す機会を提供するとともに、

個別相談にも対応した。また、ある地域では担当

保健師と協働し、仮設住民を対象に仮設集会場で

心理教育とリラクゼーション教育を実施した。こ

の心理教育は翌年にかけて20数カ所で実施した。

仮設集会所では参加者に協力してもらい心理教育

前後にストレス反応を評価した。その結果、心理

教育前にやや高い状態にあったストレス反応が、

心理教育後に普通の状態へ低下し、心理教育がス

トレス低下に効果のあることが認められた。この

結果から、地域住民も含めて公民館を会場とした

心理教育も実施した（写真１）。

参加者からは、“自分の状態がよくわかった”、

図２　岩手県臨床心理士会によるこころのケア活動（2011年度）

写真１　公民館での心理教育

消防科学と情報
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“自分が病気でないとわかって安心した”、“もっ

と早く聞きたかった”などの感想や意見が寄せら

れた。避難所から仮設住宅への移動はプライバ

シーが守られ、安全・安心な生活環境が整備され

たと理解されているが、生活環境の整備がこころ

のケアへ直接的に関連しているとは限らない。む

しろ、安心・安全な環境が保障された後に、自分

のこころに向き合うようになるのかもしれない。

避難所ではリラクゼーション教育の効果が感じら

れたが、仮設住宅では自分の心身に起こったこと

が「異常な事態の正常な反応」であったことを学

び、自分（の心身）に対する安心・信頼感を回復

させる心理教育とリラクゼーション教育が必要で

あった。

岩手県臨床心理士会の現在の支援活動は３事業

を継続している。仮設住宅団地や沿岸被災地域を

対象としたこころのケアと東日本大震災による遺

族ケアである。沿岸被災地域を対象とした活動は

仮設や地域の住民を対象とした公民館での談話活

動も展開している。被災から数年経過し、住民が

示すストレス反応は震災と直接つながりが感じら

れなくなってきている。しかし、談話では震災直

後から心に留めていた話題や死別を体験した親

戚・友人・知人への対応に苦慮している状況が今

も語られている。

ある沿岸被災地域の住民を対象にした被災１年

後の調査では回答者の約半数が死別を経験し、そ

のうち１割弱が強い悲嘆を感じていた。また、外

傷後ストレス障害の疑いが約２割、気分障害ある

いは不安障害の疑われる人が約１／２割認められ

た。年代別では、30代から60代に多量飲酒者（週

４日以上、１日２合以上摂取する人）、外傷後ス

トレス障害、気分障害あるいは不安障害が疑われ

る割合が高く認められた。その後の経年調査では、

睡眠に関する問題・強い悲嘆・気分障害あるいは

不安障害の疑われる住民の割合は以前より減少し

ていたが、一人暮らしが増加し、飲酒頻度は変わ

らないものの毎日飲む人の飲酒量増加が認められ

た。

地域全体としてはこころの健康の回復が確認で

きた。しかし、減少しているとはいえ強い悲嘆や

気分障害あるいは不安障害の疑われる住民が約

７％認められ、震災に関連するストレス反応は依

然として高い割合であった（これまでの研究では

いずれも２～３％と報告されている）。

震災前であれば古い友人たちや近所の顔馴染み

とのお喋りなどの交流を通してストレスを解消し

てきたと思われるが、仮設住民の多くは震災前の

人間関係を喪失している。かつ、仮設住宅団地内

で新たな人間関係を築かなければならない必要性

にも迫られており、この点もストレスの要因のひ

とつになっていた。

一方、被災していない地域住民の多くも、仮設

住宅団地や被災者の住居新築に伴う地域への転入

者増加などの地域変化に適応しきれていない状況

にある。

今後災害復興公営住宅等の整備が進むにともな

い、仮設住宅団地の集約化や仮設住民移転が再度

顕著になると予想されている。これらの動きは仮

設住民の移転希望を満たすとは限らないので、震

災後数年をかけて形成してきた仮設住宅や地域の

人間関係を再び失う事を意味している。

４．こころのケア活動の現状と課題

行政や支援機関・団体の継続的な活動を通して、

仮設住民や地域住民のこころの健康は大分回復し

てきている。しかしながら、平常時と比較して沿

岸被災地域の住民の多くに、震災関連の高いスト

レス反応が依然として認められるのも事実である。

そして、今後“仮”の住処から“終”の棲家へ移

動することを仮設住民は自覚しており、期待と不

安を高めている。転入者を受入れる地域住民も同

じ気持ちである。地元行政や支援機関・団体は少

ない人数で、親しい人間関係を失い新たな人間関

係を築くための支援を、最初から行わなければな
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らないという課題にこれから直面することになる
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未曽有の災害とよばれる東日本大震災から４年

が経過した。この４年目という時期は、比較的少

ない被害で過去の出来事として日常を取り戻すこ

とができた人と、いまだ立ち直る目途が立たない

人との差異が際立つ時期でもある。被災地の自治

体職員は、自身が被災者であるにも関わらず、震

災発生直後から現在、そして今後の復興に向けた

取り組みに至る全ての時間経過においてその業務

に携わり、多くの過酷な業務に携わっている。こ

の意味において、自治体職員は未だ震災の影響の

渦中にあるといえる。自治体職員の業務は、対面

で被災地住民との相談や交渉、各種書類の作成に

関わる事務、環境設計の立案や計画などを含め多

方にわたり、このような業務を通して、被災地住

民、そして地域の復旧や復興に携わる。つまり、

自治体職員は被災地における復旧や復興の要であ

るといっても過言ではなく、自治体職員、そして

自治体が組織として活性化することは、地域や多

くの住民にとって有益なものとなる。

筆者らの専門とするところは、いわゆる、個人、

そして組織に対するメンタルサポートである。こ

の４年目というタイミングで筆者らが実施してき

たサポートを振り返るに当たり、少々考え込むと

ころがある。それは、筆者らのサポートが役立っ

たかどうか、未だその評価が不明確な部分があり、

その評価はある適度の年数が必要だからである。

振り返ると東日本大震災は、自然の驚異に圧倒さ

れるほど、その規模や程度がはなはだしいもので

あった。その現実と共に、支援者はどのような支

援が被災者にとって効率的で有効かといった、支

援の在り方自体を問われた。筆者らも同様に、第

三筆者の指揮の下、東日本大震災 PTG支援機構

に所属し、避難所や仮設住宅、半壊した自宅で生

活する被災者、自治体職員などを対象に心理・社

会的支援を実施してきた（詳しくは、若島・長谷

川 , 2013参照）。その中でも、被災地の自治体職

員への支援は、最重要課題の一つとして位置づけ

た。それは、若島・狐塚・野口（2014）が指摘す

るように、少なくとも被災地の自治体職員が経験

する以下３点の問題点を有するためである。第一

に、自治体職員自身が被災者であり、自身の家族

の安否を確認できぬまま、もしくは職員自身も人

的・物的喪失を伴いつつ業務に従事している職員

がいることである。第二に、自治体は被災者のサ

ポートや地域復興の拠点であるため、通常の業務

に加え、長期的、且つ見通しの立たない業務が増

大することである。最後に、被災地住民の生活や

それと関連するサポートに従事しているにもかか

わらず、やり場のない住民からのクレームの対象

となり、自らの仕事の意義を見失ってしまう可能

性をもつことである。このように自治体職員は、

メンタルヘルス上、ハイリスクの状況下にある。

□自治体職員の惨事ストレスに対するメンタルサポート

－初期支援、そして中・長期的な取り組みを振り返る－

作新学院大学人間文化学部　准教授　狐　塚　貴　博
石巻市総務部人事課　野　口　修　司

東北大学大学院教育学研究科　准教授　若　島　孔　文

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～

№119 2015（冬季）



－18－

しかし、震災初期から現在にかけ、職員や組織

が抱える問題は多様性を帯びる。したがって、そ

の変化に伴いメンタルサポートの在り方も柔軟に

対応する必要がある。そこで、本稿では、震災か

ら４年目を迎えるこの時期に、あらためて自治体

職員のメンタルヘルス上の問題と、筆者らが実施

してきたサポートについて振り返るとともに、現

状の問題と課題について示したい。正確には、被

災地で復興業務にあたる自治体職員と“共に”取

り組んできたメンタルサポートであることを強調

したい。それは、筆者らの心理・社会的支援は、

支援者側の一方通行の支援、つまり、支援の押し

付けであってはならないと考えるからだ。つまり、

筆者らは、組織の文化や在り方、特性、職員との

連携という側面を重視し、それぞれの時期に応じ

た柔軟な支援が必要だと考えている。このように

協力関係を構築しつつ支援を行うことは、何より

組織の力を尊重することであり、組織の資源を引

き出すことにつながると考えている。このような

筆者らの理念を明確にした上で、以下、時系列に

沿って、問題とそれについての対策についてまと

め、現状の問題と課題について触れたい。

震災初期の急性ストレス反応に　　　　

関連する問題

震災初期に惨事ストレスとして注目されるのは、

急性ストレス反応（Acute Stress Response: ASR）、

そして ASRの持続期間により判断される心的外

傷後（Post Traumatic Stress Disorder: PTSD）の問

題である。簡潔にいうと、地震や津波といった危

機状況を経験し、それによって自身が身近に死を

体験したこと、あるいは家族や親しい人を亡くし

たことなど、震災そのものと関連するストレス反

応の問題である。具体的には、過度に緊張状態が

維持することで、不眠や他者に対し感情的にふる

まうこと、軽作業でも疲労感を感じてしまうこと、

集中力が低下し作業効率が低下することなど、こ

れらが自治体職員の日々の業務の妨げになること

である。加えて、「あの時、自分がこうしていれ

ば…」「もっと何かできることがあったのでは…」

といった自責や後悔の念も訴えとして挙げられる。

未経験で見通しが立たない復旧業務、また現実的

には困難ともいえた環境改善へ対応することが自

治体職員に求められたが、このような問題に追わ

れる自治体職員自身もまた被災者であり、自身の

家族の安否がわからない、自宅が損傷している、

心身が疲労しているといった状態で従事している

ことを見落としてはならない。

自分自身、また同僚や部下といった周囲の人々

が、未知の体調不良や違和感を経験することは、

非常に不安なことである。また、この不安は今後

の見通しに対して否定的な意味付けを与え、自分

自身や周囲との関係において混乱を引き起こす可

能性をもっている。そのような出来事を回避する

ため、筆者らは、現状、または今後に、自分自身

や周囲に起こりやすい心身の反応や問題について

の知識の提供、つまり、心理教育を行っていった。

加えて、職員との個別面接を実施した。前者、つ

まり心理教育においては、とりわけ管理職・監督

職にある職員と情報の共有を行い、所属する部署

の現状や心身の問題が表れている職員の把握を浸

透させていった。管理職・監督職にある職員は、

自分自身の問題もさることながら、部下、または

部署全体の問題を懸念することも多いためである。

例えば、終わりがみえない、または、見通しが立

たない業務に対して、意図的に区切りを設け、労

をねぎらう場を作るといった取り組み、さらには、

各部署で上手くいった方法を共有することが功を

奏することもあった。後者の個別面談では、健康

調査を基に、心理的問題の知識の提供を行うとと

もに、今後、専門家による個別的、継続的な援助

の必要性、医療機関への受診の提案などスクリー

ニングによりその後の必要な支援につなげること

を実施していった。個別面接を行う上で強調した

いことは、心身の不調を訴える職員と個別面談を
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行う際、その職員が所属する部署の職員全員と面

談を行うことである。少なからず、問題を訴える

職員は、「周囲に知られたくない」「迷惑をかけた

くない」という思いをもつ。このような職員が気

兼ねなく面接を行える状況を設定することが必要

であり、このためにも、事前に管理職・監督職に

ある職員と十分な打ち合わせを行い、情報を共有

しておくことが継続的な支援を提供するためにも

重要なことである。

中・長期的な問題としての抑うつ、　　

心身の疲弊の問題

継時的な観点から惨事ストレスを捉えてみると、

震災発生から概ね１年前後という時期は、自治体

職員のストレス反応を把握する上で一つの区切り

としてみることができる。それは、これまで説明

してきた PTSD様の問題、つまり震災を経験した

こと、またはその出来事に伴う特殊なストレス反

応の訴えは、徐々に減少してくる。一方で、復興

業務と関連して起こる、抑うつと心身への負荷、

業務内容の格差、対人関係上の問題へと徐々に移

行する。とりわけ、多忙や過重労働による抑う

つ、そして心身の疲弊（バーンアウト）の問題が

顕著である。例えば、通常業務に加え、不慣れな

復興業務が付加し多忙となる。また、それが持続

することと関連して、仕事への意欲や意義、そし

て作業効率の低下といった精神的な側面のみなら

ず、不眠や倦怠感といった身体的な側面の訴えが

多くなる。この時期、援助者はいかに職員個人の

抱え込みを低減するかが重要な課題となる。つま

り、責任感が強く、周囲に迷惑をかけたくないと

思っている職員に対し、その問題を抱え込んでい

る職員を所属する部署でいかにサポートしていけ

るかということが課題となる。例えば、問題を抱

え込んでいる職員と面談する際、その職員の思い

や気遣いに対して十分な配慮を行った上で、周囲

と協力して業務を行う必要性や管理職・監督職へ

の報告を促していく。管理職・監督職にとっては、

部下が問題を抱えながらも業務を行っていること

を知らないことの方が問題であり、部署で問題を

共有することで功を奏することが多い。すなわち、

この時期の抑うつ、心身の疲弊の問題については、

職員が所属する部署の上司や同僚と情報を共有し、

その部署の凝集性を高めていくことが重要であり、

援助者は小集団で問題を扱えるようコミュニケー

ション・ルートを拡大する支援が必要となる。

現状の問題と課題

さて、ここで被災自治体の一例として、宮城県

石巻市の現状を紹介したい。第二筆者は震災から

１年後の平成24年より、常勤の臨床心理士として

石巻市の人事課で職員に対するメンタルヘルス支

援業務を担当している。石巻市は津波による最も

大きな被害を受けた自治体の１つであるが、震災

から４年という時間の経過は「外」の人達からす

ると、どのような状況を想像するだろうか。例え

ば、４年もの年月が経てば津波で流された家も大

方建て直し、仮設住宅で生活をしていた人々も震

災前の生活にある程度戻れている筈だと感じるの

だろうか。その実態としては、むしろ震災に係る

復興業務はこれからが佳境であり、平成27年度、

28年度にピークを迎えるというのが石巻市の現在

の見込みである。これは、当然のことながら今ま

での４年間を怠けていたからといった理由ではな

く、二度と津波の被害を受けないために今回被災

した場所ではないより安全な新しい土地に住宅を

建て直すといった集団移転に係る事業や、それと

同時に住宅が移転した跡地（非可住地域）を公園

や産業ゾーンとして活用するための再整備に係る

事業等の影響である。すなわち、街を元通りにす

るのではなく新しく創り直すのである。そのよう

な中で、震災前からこれまで通りに行われている

通常業務と震災後から新しく始まった復興業務の

両方を担っている被災自治体職員のストレス状態
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は、「人員不足と過大な業務量による慢性的な疲

弊」というのが最も中心的なものとして挙げられ

る。これは復興業務に携わる部署だけの問題では

ない。通常業務を担当する部署についても、労働

力を少しでも復興業務へと回すために震災前より

も人員が減り、結果として職員全体の業務量が増

大するという状況がこれまでも、そしてこれから

も続いていくことはほぼ確実である。また、これ

らの人員不足への対策として、石巻市独自に任期

付の職員を採用したり（第二筆者も立場上は任期

付職員として採用されている）、全国の自治体等

から職員を派遣してもらうことで石巻市職員の負

担を軽減するための応援となってもらっている。

しかしながら、それらのような派遣職員等の増員

がそのまま被災地職員の負担軽減に繋がるかと言

えば、必ずしもそうではないというのが実状であ

る。これは、外部から応援に来てもらうことで石

巻市職員がこれまで行ってきた仕事の進め方と派

遣職員がそれぞれ培ってきた仕事の進め方に違い

が生じることによるストレスであったり、派遣職

員が定期的に交代することでその度に新しい人間

関係の構築や仕事を始めから覚えてもらわなけれ

ばならないストレス等によるものである。そして、

これらのストレス要因はそのまま派遣職員にとっ

てのストレス要因にもなり得るのである。石巻市

では、平成26年度だけで年間200人以上の派遣職

員が全国各地から集い、不定期にそれぞれが増減、

あるいは交代するなどの変化を繰り返しながら復

興へ向けたエネルギーを何とか維持している。

派遣職員の助力はこれからピークを迎える今後

の数年間においても欠かせないものである。その

一方で、被災地職員や派遣職員が抱える現在の

ストレス要因が今後も続いていってしまうこと

も、非常に残念なことではあるが避けがたいもの

であると言えるだろう。震災復興を職員全体で支

えている中、職員の疲弊が悪化するリスクは復興

業務に携わる部署に限らず全ての部署において高

まっている。そのような中、問題の予防及び早期

対処として重要なのは、先に述べられたような各

部署の凝集性であり、職員がお互いの状況を把握

し、必要に応じて積極的にサポートし合うような

システムを構築できることが理想的であるだろう。

しかしながら、既に全体的な疲弊が見られる中で、

そのような新しいシステムを作り上げることもま

た一筋縄ではいかないのが実状とも言えるだろう。

震災復興へ向けて、被災地職員及び派遣職員のメ

ンタルヘルスを維持しながら一刻も早く復興を進

めていくためにも、対処療法だけではなく予防的

対策（しかも、簡単で効果的であることが望まし

い）を模索していくことが今後の課題である。

以上、震災初期から時系列に沿って、問題点と

メンタルサポートについてまとめ、現状の課題に

ついて触れた。惨事ストレスの問題は、震災初期

のいわば、PTSD様の症状、ないしそれに関連し

て起こる日常生活や業務への支障の問題がクロー

ズアップされがちである。無論、これらの問題を

軽視すべきではない。しかし、どこまでが惨事ス

トレスの範囲としてとらえるかは議論の余地を残

すものの、各時期に生じる問題は業務の負荷や職

場での人間関係、心身の疲弊など多様であり、そ

の問題へのサポートも柔軟性が必要であると考え

ている。また、筆者らは、震災による自治体職員

の惨事ストレスに関する研究も進めている。惨事

ストレスといえども、その時系列的な反応には、

震災そのものと関連するものと、震災に伴う職場

や実生活と関連するものが含まれ、それらを分類

していく作業は、自治体職員、そしてメンタルサ

ポートの実践者双方にとって極めて重要な意味を

もつ。しかし、研究は支援の一部に含まれるもの

であり、支援と切り離して実施されるものではな

いことを強調したい。その組織で実施されている

健康調査などに、少数項目で惨事ストレスに関連

するアセスメントを付加すること、また調査結果

から各時期に応じた提言を報告していくことなど、

組織の既存の文化を尊重しつつ、また負担を少な

く進めることが必要である。こうした研究上の取
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り組みを含め、震災初期のみならず長いスパンで

自治体職員を支援していくことが、被災地におけ

る地域復興につながる重要な支援であると考えて

いる。

文献

長谷川啓三・若島孔文（編）  2013　震災心理社会支

援ガイドブック ―東日本大震災における現地基

幹大学を中心にした実践から学ぶ―　金子書房

若島孔文・狐塚貴博・野口修司　2014　自治体職

員のメンタルサポート　月刊ガバナンス , 155, 

28-30.　ぎょうせい
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Ⅰ．はじめに

2011年３月11日の東日本大震災は福島県におい

て、甚大な被害をもたらしたが、最大の惨禍は、

言うまでもなくその後津波被害によってもたらさ

れた福島第一原子力発電所の全電源喪失後に生じ

た爆発事故である。３月12日の１号機建屋の爆発

に引き続いて起こった３つの建屋の破壊は、大量

の放射線物質の拡散を招いた。また第一原発自体

は一応冷温停止状態にあるとされているが、廃炉

に至るプロセスはまだ途方もなく長く、根源的な

解決の行方が見えない状況が続いている。今般の

原発事故による影響は、医療や福祉はもちろんの

こと、政治、経済まできわめて幅広くしかもいず

れも非常に深刻である。しかし中でも、福島県住

民、あるいは今なお他県に避難している多数の住

民のメンタルヘルス上の問題はまったく看過でき

ない。本稿では福島で認められる複雑な精神保健

上の問題について、なるべくわかりやすく述べて

みたい。

Ⅱ．被災住民のメンタルヘルスの特徴と

課題

１．原発事故時の心的衝撃と反応

2011年３月11日、地震・津波に引き続き衝撃的

な原発事故が発生した。双葉町や大熊町のような

福島第一原子力発電所が存在した町でさえ、多く

の町民にとってはまさに寝耳に水の事故であった。

もちろん後に30キロ圏内にあることで避難を余儀

なくされた住民の多くも原発事故の発生は予期し

なかった。すなわち心的準備性がほとんどなかっ

たのである。また情報が錯そうし、場所によって

はまったく情報が入らなくなった。当時の政府を

はじめ行政機関の対応も混乱しており、また津波

被災地では獅子奮迅の活躍をみせた自衛隊などの

専門的支援組織ですら放射線汚染への懸念から、

その支援は円滑なものではなかった。

こうした混乱の中、多数の住民が避難を余儀な

くされた。当初は楽観視しようとしたもの、ある

いはなんとか地元にとどまろうとした住民もいた

が、原発建屋の爆発は続き、日を追って事態は悪

化の一途をたどった。その間多くの住民はメルト

ダウンや放射線汚染の恐怖の渦中に追い込まれ

た。とくに福島第１原発から近接した地域で、避

難を余儀なくされた、主として30キロ圏内の住民

は、当時の記憶が生々しく残っており、それは避

難区域が解除された後も長く強いトラウマ性不安

として残っている。再びあのような惨禍が招来さ

れるのではないかという不安は現在も尽くことが

なく、それが居住住民の慢性的な不安や恐怖症状

を形作っているし、避難住民の帰還を困難にして

いる大きな心理的要因になっているようである。

すなわち爆発音が聞こえたような原発近接地域で

は、とくに原発爆発に伴う外傷性記憶が今なお強

く残っており、それが住民の精神保健面に無視で

きない影響を与えている。具体的には外傷性スト

レス障害をはじめとする不安・恐怖症状が出現し

ているおそれがあるが、実際にそのような訴えで

□福島県被災住民のメンタルヘルスに関する現状と課題

福島県立医科大学医学部　災害こころの医学講座

　前　田　正　治

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～
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精神科を受診することは少ないようだ。多くの症

状は臨床閾値下のレベルに留まっていることも考

えられるが、精神科受診に対する抵抗感も強いた

めに受診に至っていない可能性も強い。PTSDに

とどまらず抑うつ事例やアルコール依存事例も含

め、精神科受療数に関してはかなりの暗数を予想

すべきであるし、アウトリーチ的な介入が今後も

必要である。

さて、このような原発事故が直接もたらした恐

怖に関しては、すでに別に論文として報告してい

るが、この恐怖体験の有無の違いは、そのまま避

難を経験した沿岸部の被災者とそうでない被災者

の不安感情の高さの違いとして表れているようだ。

福島市や郡山市よりも放射線量が低いような（た

とえば南相馬市のような）沿岸部地域でさえ帰還

者がそれほど増えていないことの背景には、こう

したトラウマ性の記憶がもたらす強烈な被災者の

心象があることが予想される。

２．放射線被曝に対する慢性不安と罪責感情

放射線被曝、とりわけ内部被曝に関する不安は

広く福島県住民が有しているが、その強度は様々

なである。チェルノブイリ事故でもそうであった

が、最もこうした不安が強い住民は、比較的若年

の子どもを持つ養育者、とくに母親である。線量

にかかわらず福島に住む母親は、とくに戸外での

子どもの遊びなどの活動に過敏であり、またそう

した母親の不安は子どもの成長過程にも一定の影

響を及ぼしていると推測される。注目しなければ

ならないのは、このような養育者に広くみられる

子どもの放射線被曝に対する不安は、「ここに住

んでいいのだろうか」という強い罪責感情を養育

者に生みだしていることである。

こうした放射線という目に見えないものに対す

る恐怖や罪責感情から、長期的な避難生活を続け

ている母親が多いのであるが、その一方で就労等

の問題から父親は地元にとどまっている場合も多

く、長期的な別居状態を余儀なくされている家族

も少なくない。問題はこうした放射線汚染の影響

がきわめて長期的であり、復興の足取りが見えな

いことである。もちろん多くの地域では、放射線

リスクを過大視しないような啓発活動が主として

行政からなされているが、住民にある根深い情報

不信や専門家の意見のかい離等から、こうした啓

発はあまり成功していないように思える。このよ

うなリスク・コミュニケーションの在り方は今後

十分に再検討されなければならない。

さて、上述した住民の慢性不安や罪責感情は、

とくに母親のそれは、当然のことながら精神保健

上の問題も引き起こしている可能性がある。具体

的には様々な不安障害症状や抑うつ症状が引き起

こされている可能性がある。そして、母親の不安

定化は、子どもの精神保健にも相当の影響を与え

るだろうし、ここに母子システムをめぐる負の循

環が招来される可能性がある。すなわち母親が不

安定化し、子供がそれにつれ不安定となり、さら

にそれをみた母親が自信を失うといった負の循環

である。

このような母子システムの負の循環は、中越地

震などでも認められ報告されているが、その一方

で災害時にはコミュニティの絆もまた強まり、そ

れによって母子システムが守られることも多い。

様々な災害発生後には、子どももよりしっかりと

成長した等のエピソードもしばしば聞く。最近報

告されたオーストラリアの大規模山火事に被災し

た多数児童の長期にわたるコホート研究をみても、

児童への長期的な精神的影響はほとんど見られて

いない。

しかしながら後述するように、福島県ではコ

ミュニティの凝集性が弱まっており、その場合

もっとも影響を受けやすいのがこの母子システム

であろうと考えられる。たとえば配偶者と別離を

余儀なくされている母親も少なくないが、その場

合は、母子双方にかかるストレスは否応なく高

まっているだろう。夜泣きや夜尿、落ち着きのな

さ、強迫的行為、過度のまとわりつき、引きこも
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り傾向などの子どもの問題行動が報告されている

が、こうした子どもの様々な心身面での反応は、

より上位の家族システムの不安定化が大きな影響

を及ぼしている可能性がある。そしてまた、この

ような子どもの不安定さは、母親の不安感や罪責

感情を否応なく高めることだろう。

チェルノブイリ災害研究でも明らかなように、

原発被災地の母親は強い不安と罪責感情を抱きや

すいため、精神保健上のハイリスク群であると考

えるべきで、特別に焦点化された支援が非常に重

要である。そしてまた子どもに対する様々な支援

やケアの強化は、母親を含めた家族システムの安

定化をもたらすであろう。すなわち福島県におい

ては、「全体としての家族 family as a whole」を支

援するという視点を持つことが重要である。

３．あいまいな喪失と喪失不安

津波被災地はもとより、福島県においては居住

が困難な、あるいは居住に不安が伴う地域が広く

存在し、土地・家屋等の不動産はもとより、経済

的基盤や就労機会の喪失が生じている。とりわけ

就労者の転職が困難な第１次産業が主体の地域で

は、こうした問題が集約して現れている。福島県

において、こうした問題を非常に難しくしている

のは、東電等との補償交渉が進展せず、上述のよ

うな様々な喪失が物質的に埋め合わせられないこ

とである。たとえば帰宅困難であると認定される

ことは、住民にとって不動産や故郷を失うという

完全なる喪失を事実上意味するが、それなりの補

償も得られるため同時に次の人生設計を立てよう

という決断は行いやすくなるだろう。しかし多く

の住民は土地等を完全に喪失したというわけでは

なく、「不完全な形での復興」にとどまっている。

たとえばいくつかの地域は、比較的早期に帰還で

きる予定の避難指示解除準備区域に指定されたが、

これらの措置は本来復興に向けて喜ばしいことで

ある。しかしながら一方で、これらの地域では立

ち入ることができても居住はできないというよう

にこの不完全さが際立ってもいる。多くの避難住

民は帰郷もできず、さりとて移住もできないとい

う風に非常にあいまいな状態に苦しめられている

のである。またこのような不完全な形態は、土地

などの不動産に限らない。就労に関しても、定住

ができていないことから企業側も雇用しづらく多

くの避難者は正規の雇用に至っていない。

さて、今般の津波被災地においては、多くの行

方不明者が生じ、遺族の喪の作業が進展しないと

いう苦しみがクローズアップされた。いわゆる

「あいまいな喪失 ambiguous loss」といわれる悲嘆

反応である。もちろん福島の沿岸部においてもこ

うした行方不明者遺族の苦しみは続いている。た

だしかし、上述したような不動産やコミュニティ、

就労などをめぐるあいまいな喪失状況も、次のス

テップになかなか歩みだせないという意味では、

この行方不明遺族を襲う悲嘆反応とのアナロジー

をみることができる。ある避難者が述べた「真綿

で首を絞められている感じ」という言葉は、こう

したあいまいな喪失状況を言い得ているように

思う。そして、こうした あいまいな喪失状況は、

それが遷延することによって、住民に抑うつやア

ルコール関連障害、自殺等様々な精神保健上の問

題をもたらすであろう。もうすでにこのあいまい

な状況は、多くの避難住民にとって限界的なほど

長期化しているように思われる。

４．コミュニティの分断

福島における精神保健上の問題に大きな影響を

与えている問題が、このコミュニティの分断であ

る。住民の長期的避難、家族の長期的別離、放射

線線量の相違、政府によって定められた居住制限

地域、補償交渉やその格差、将来への見通しの乏

しさなど多数の要因が、元来あったコミュニティ

の凝集性を損なっている。そもそも自然災害にお

いては、犯罪被害や人為的災害よりも PTSDの有

病率は低いとされており、この大きな要因として

挙げられるのが、コミュニティの結束による回復
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力、換言すればコミュニティの有するレジリエン

スである。たとえば犯罪被害者などでは孤立化す

る傾向が強くなり、それが PTSD等の症状や精神

保健上の問題を悪化させる。しかし自然災害では、

郷土愛から皆で力を合わせていこうという凝集性

が発揮されていき、それが被災者個々の孤立化を

防ぎ、自助性を高めるのである。とくに地震や風

水害の常襲地帯であり災害立国でもあるわが国は、

そうした災害へのレジリエンスは他国に比して優

れた特質といっても過言ではなかった。

しかしながら今般の福島原発災害は、言うまで

もなく人為的災害であり、上述したような複雑で

多数の要因から、コミュニティの分断化が引き起

こされ、地域の持つレジリエンスが発揮しづらい

状況が続いている。とくに多くの住人は、強制的

ではない、自発的な形での避難の判断を迫られた

こともあって、「なぜこの町を離れたのか」ある

いは「なぜこの町にとどまったのか」という価値

判断をめぐっての分断が引き起こされた。さらに、

このような分断はコミュニティのレベルのみでは

なく、家族レベルでも引き起こされている。たと

えば男性配偶者は就労の問題もあって、県内にと

どまる一方、女性配偶者は育児上の不安から県外

に避難するという事例は多い。そして、このよう

な家族の分断が長期化し、母子関係が不安定化す

る、あるいは男性配偶者が孤立化し、抑うつや子

どもの分離不安の出現などの精神保健上の問題が

多く発生しているようである。本来災害の発生下

では平時にみられないような家族の凝集性がみら

れ、これが家族成員の危機防御に一定の役割を果

たすのであるが、上記のような家族分離によって

家族システムは脆弱化し、一層の精神保健上の危

機を招来しているように思われる。

また避難生活が長期化するにつれ、最近別の形

のコミュニティの分断・軋轢が生じるようになっ

た。それは元々住んでいる住人と避難住民との軋

轢である。この現象は被災直後には殆ど見聞しな

かったものである。ところが避難生活が長期化

し、しかも上述したようなあいまいな状況が続く

中、次第に避難先住民との間に微妙な溝が生まれ

つつあるようである。避難住民を受け入れる自治

体も、いつまでこの状態が続くのかという戸惑い

や困惑が広がっているのである。避難している住

民もまた、そのような微妙な溝は感じ取っている

ようで、次第に周りに迷惑をかけているのではな

いかといった負い目を感じていることも少なくな

い。

避難住民からすると、あいまいな喪失状態のな

か、住民票も移せず、また避難先で定職に就くこ

とも難しい。補償交渉も一向に進展しないために、

新たな生活の一歩が踏み出せないでいる。その一

方、避難先住民は「いつまでもぶらぶらして」な

どと厳しい視線を避難住民に向けることもある。

また避難住民のために土地代が上がってしまった、

自分たちが支払った税金を使われている等の現実

的な苦情を申し立てる地域住民も増えているよう

である。もちろん多くの避難先住民は、避難住民

に対して共感的態度で接していることも強調して

おかなければならない。しかしその一方で、避難

生活が長期化するにつれやはりこうした軋轢が増

えていることは残念ながら認めなければならない。

そして、このような避難先住民との軋轢は、たと

えばいわき市のような避難住民が多い地域ではよ

り起こりやすいと考えられる。

また、このようなコミュニティの分断化がもた

らされた結果、凝集性や自助性が損なわれ、避難

住民の孤立がもたらされやすくなるだろう。避難

住民も、もちろんこのような避難先住民の視線に

関しては大変過敏であるし、避難していることを

あまり語らなくなっているようである。このよう

な避難先住民との軋轢や不和は、避難住民の自己

効力感や同一性に少なからぬ心理的影響を与えて

いるものと推察される。

５．支援者の疲弊

上述したような福島県における様々な問題が長
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期化する中で、行政職や医療職など被災者に対す

る支援業務者の疲弊が次第に顕在化している。支

援者は職責に加え、職務を回避できない、あるい

は住民からの怒りや失望を直接受ける等相当にス

トレスフルな業務が続いている。とくに支援者自

身もまた家族を避難させているなど被災者である

ことが多いのが福島の特徴である。バーンアウト

や代理受傷といった災害支援者特有の問題が広範

囲に生じる恐れがあり、それがまた様々な支援組

織の弱体化を招く恐れもある。

しかし支援者は自らの疲弊に気付くことが難し

く、また気付いたとしてもそれを訴えることはな

かなかできない。とくに復興期においては自治体

職員は被災住民の苦悩をもっとも間近に感じ取る

立場にあることが多く、また問題が長期化してい

ることから無力感や罪責感情を抱きやすい。すな

わち、代理受傷 vicarious victimizationという支援

者特有の心理的障害を被る恐れが強いのである。

そして支援がうまくいっていると感じられないと

きには、ますます自分の苦悩を感じ取ったりそれ

を訴えたりすることが困難になる。他のスタッフ

迷惑をかけられないという理由もあって、休むこ

ともまた困難となる。

本来組織はラインによるケアがもっとも肝要で

あり、そうしたケアにより組織の安定性や恒常性

が守られるのであるが、福島県においては、あま

りにも広範囲で複雑な問題が引き起こされている

ため、あるいはそれらの問題の収束点や解決プロ

セスが見えにくいため、ライン・ケアのみで支援

者をサポートすることは難しくなっている。この

ような支援者の支援を行うべき専門的部署をライ

ン外に設けるなどの工夫が、支援者自身の気づき

やケアと同時に重要である。そして、このような

ケアシステムの構築のためにも、とくに管理職に

対する（管理職自身も含めた）労務管理のための

心理教育や啓発的活動は非常に大切である。

Ⅲ．おわりに

以上、福島県被災住民のメンタルヘルスに関す

る現状と課題について俯瞰した。元来我が国は津

波にせよ地震にせよ、決してまれなことでなく、

過去幾度もそれらから甚大な損失を被り、そして

そこから回復したという歴史をもっている。しか

し今般の甚大な原発災害を伴う複合災害は、その

規模からいっても本邦はもちろんのこと、人類史

上も類を見ないものである。すなわち我々日本人

が乗り越えたという経験がないということが、過

去の多くの自然災害やあるいは他の被災県と大き

く異なることである。したがって被災住民に対す

るメンタルヘルスケアのありかたについては、王

道はなく試行錯誤で行うほかない。他の諸支援機

関やネットワークと協同しつつ、被災住民のニー

ズに根差した長期的ケア・支援を模索しなければ

ならない。

消防科学と情報



－27－

１．はじめに

「ストレスマグニチュード」の語を初めて聞い

たのは、1990年代のこと。たまたま読んだ雑誌記

事に出ていたこの用語は、1967年にアメリカの心

理学者が提唱したもので、日常生活で遭遇する生

活上の変化がもたらすストレスの度合いを数値

化し、メンタルヘルスに活用しようとしたもの

といわれる。最近この語をネットで検索してみ

たところ、現代日本社会の日本人が受けるスト

レスとして数値化し直した成果を issue+designと

いう団体が発表していた（http://issueplusdesign.

jp/project/stress_mountain/482）。

ここでの数値は、2012年11月の神戸市民1000人

対象のアンケートから算出されていたが、１位

は「配偶者（夫・妻）や恋人の死」（82.4点）、２

位は「親族の死」（77.0点）、３位は「親しい友人

の死」（76.1点）で、上位三位が何れも「死」に

関わるものであった。勿論、ストレスが生じる変

化は不幸にかかわる問題のみならず、49位の「長

期休暇」（29.8点）、最下位の50位「収入の増加」

（26.0点）のように、一般には幸福と判断される

変化もあげられる。通常の生活とは異質な「非

日常」は、良くも悪くもストレスなのであろう。

従って、こうした評価を綿密に記録し、個人個人

のストレス状況を常に監視したならば、さまざま

なストレスの合計が許容範囲以上の値となった場

合など、早急なこころのケアが必要であるとの警

報が発せられるわけである。

とはいえここで留意すべきは、ストレス原因と

して挙げられた項目の中で、「死」が関わるのは

上位三点のみで、しかもこれらは皆、自己周辺に

生じた身近な死者、いわば二人称の「死」に関わ

るものであったことである。この点からは、身近

に生じた「死」が発するストレスがいかに大きい

かを窺い知ることができると共に、さらに二人称

の「死」を受け入れる残された生者にとってのグ

リーフケアが、いかに重要かが示されていると見

ることもできる。以下では東日本大震災時の被災

者支援を契機に、仙台で開始された宗教者による

こころのケア活動を事例に、現代社会における宗

教の役割を見ることにしよう。

２．東日本大震災における「死」

2011年３月11日の14:46に勃発した東日本大震

災は、①国内観測史上最大の M9.0の＜大地震＞、

②遡上高40ｍに及ぶ＜大津波＞、そして③津波で

制御不能となった＜原発事故＞といった三つの

“想定外”で語られる未曾有な大災害である。関

連する被害状況については、警察庁緊急災害警備

本部が震災直後より最新被害状況を随時インター

ネットで公開してきたが、2014年３月からは月一

回、毎月10日の更新に変更された。かかる変更の

背後では、震災から丸三年を経た現在、人的被害

や建物被害の情報がほぼ正確に把握されたとの判

□宗教とこころのケア

－被災地から超高齢多死社会へ－

東北大学大学院文学研究科教授　宗教民俗学・死生学　鈴　木　岩　弓

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～
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断がなされたのであろう。確かに、2014年７月10

日に15,887人であった死者総数は、８月以降今年

の１月９日までの六ヵ月間、15,889人で全く変化

してはいない。

こうした動向は、一見被災地の人々の生活が落

ち着きを取り戻した証拠のように思われるかも知

れない。しかし被害状況の数値が安定したから

と言って、現地で生活する人々の気持ちも安定

しているとは限らない。というのは、今挙げた

一万五千余の死者の大部分は、東日本大震災が起

こらなければ亡くなるはずではなかった人々であ

る。言い換えるなら、今回大量死した犠牲者の多

くは徐々に衰えた「衰弱死」ではなく、地震とそ

れに伴う津波による「突然死」としてその命を終

えたのである。そしてこれら犠牲者の背後には、

その人々と近しい関係の家族・親族・友人・知人

が、おそらくその何倍何十倍もの数いたはずであ

る。それらの人々にとり身近に生じた「突然死」

は、文字通り突然に訪れた「死」であった。特に

津波被災地においては、一家族から四人も五人も

死者が出たケースもあり、震災を生き残った生者

が一人で複数の「死」を受けとめなければならな

いといった悲惨な話は珍しくない。さらに、自分

が手を離したために津波に呑まれた死者がいる場

合など、その「死」の原因を生き残った自分の至

らなさに帰して責任を感じている人も多く、身

近に生じた震災死は、悔やんでも悔やみきれな

い“負い目”というストレスとしてなかなか癒え

ないままに引き続いている。平時の社会で迎える

二人称の「死」と比して、東日本大震災で生じた

「死」がもたらすストレスマグニチュードは桁外

れに高い状態となっており、こころのケアの必要

性が大きな課題となっている。

３．臨床宗教師の誕生

－「心の相談室」から実践宗教学寄附講座－

震災直後より仙台市の葛岡斎場では、仙台仏教

会が希望に応えて読経ボランティアを行っていた。

その後間もなく対象を身元不明のご遺体にも広げ

る段となると、身元不明者の宗教は不明であると

いう必然から「信教の自由」が問題となり、仏教

だけでこの活動を行うことができなくなった。そ

の結果、宮城県宗教法人連絡協議会という県内

二千を超える仏教・神道・キリスト教・諸教の宗

教法人で構成される団体の活動へと参加する宗教

者を拡大し、超宗派超宗教的に協働する宗教者が

身元不明者の弔いも行うこととなった。

斎場の使用許可期限が終わった５月初め、そこ

に参加してきた宗教者の一部は、それまでの活動

をさらに進める意味から、「心の相談室」と言う

宗教者による心のケア組織を設立した。かかる展

開の原動力は、斎場において初めて出会った遺族

たちに対する弔いを主導した際の経験で、自分た

ち宗教者のもつ“力”が社会から求められている

ことを強く実感し、その“力”をさらに被災者支

援に活かさねばという気持ちが彼らの後押しと

なった。仏教寺院の住職など、日本の宗教者の多

くが「死」の場面に立ち会う業務の対象としてき

たのは、檀家のような、世代を超えてメンバーの

決まった人々、いわば“ホームの人間関係”が普

通であった。ところが今回の斎場での弔いでは、

依頼者は初対面で、必ずしも同じ宗派宗教ではな

い“アウェイの人間関係”の中での弔い活動で

あった。この時参加した宗教者たちはこうした非

常事態の経験から、布教伝道活動を越えた、彼ら

自身が行いうるもっと普遍的・根源的なレベルで

の宗教者の働きがあることに気づいたのである。

新しく出発した「心の相談室」では、身元不明

者の弔いや電話相談の他、被災地での移動傾聴喫

茶“Café de Monk”などを通じた被災者支援が企

画され、宗派宗教を超えた宗教者が、布教目的と

ならないことに留意しながら協働してきた。しか

し、そうした活動を始めるや、被災者の宗教とは

異なる宗教の宗教者が、布教の一線を越えずに心

のケアを行うにはどうしたらよいか？と言う疑問
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が、参加した宗教者の間から噴出してきた。それ

は突き詰めれば「宗教」が価値の問題に還元され

る性格をもつためで、傷を負った価値観の異なる

相手のこころのケアをする際に、自分の価値観を

どこに置いたら良いのかという問題である。実は

こうしたことに対応する専門職として、キリスト

教国では既にチャプレンの活躍が知られている。

しかし宗教的文化背景の異なる日本では、チャプ

レンの養成や現場への定着が進んでおらず、既成

の職の適用はすぐには困難であった。そこでこの

ような悩みに応えるべく、公共空間において布教

ではなく、超宗派超宗教的に心のケアにあたれる

宗教者、すなわち「臨床宗教師」の養成を目指し

て「心の相談室」が寄附金を集め、2012年の４月

から東北大学の文学研究科に「実践宗教学寄附講

座」が設置された。この講座では、これまで三年

間に95名の「臨床宗教師」を養成したが、全国か

ら参加した宗教者は、84％が仏教系、78％が男性

の二十代から七十代であった。またその中から５

名が緩和ケア病棟や介護施設などの職員として、

いわば日本版チャプレンとして働き出している。

４．宗教者の“力”

「心の相談室」での活動は、被災地の人々の持

つ多方面のこころのケアを目的としていたが、同

じくこころのケアを行っている精神科のお医者さ

んや臨床心理士の人々との決定的な違いは、宗教

者は被災者がもっている「死」に纏わる気になる

こと、心配事、恐れといった悩みに正面から対応

できる点である。「死」に纏わる悩みとは、例え

ば「自分の代わりに浜に行って亡くなったお婆

ちゃんはあの世でどうしているのだろう」といっ

たもので、この世と異なる不可視の世界を想定し

た文脈には、医療関係者たちは答えようがない。

しかしこうした不可視の世界に関わる話ができ

る人こそ、宗教者なのである。なぜなら宗教の多

くが想定する世界観では、われわれが生きている

現世のみならず、死後世界が別に存在するという

前提があるからである。特に世界宗教と言われる

キリスト教や仏教、イスラームなどが民族や国家

を越えて広まる理由こそ、その教えが共通しても

つ「現世拒否の思想」にある。つまり現世はあく

まで仮の世であって、人は来世においてこそ救わ

れると理解しているので、その教えは世界中に広

まるのである。宗教は一般に、あの世の存在を想

定して成立しているがゆえに、宗教者は“あの世

のメッセンジャー”と言うことができる。

被災者に寄り添う現場では、宗教者は自身の宗

教の教えを説いて聞かせるのではなく、相手の話

に耳を貸し、その考えを整理して理解し易いよう

に形を整える「傾聴」に徹することになる。この

活動は訓練次第で普通の人でもある程度はできる

のであるが、その質に関しては宗教者であるか否

かに大きな違いがあるものと思われる。一つの宗

教の中でのあの世の語りをマスターしているかど

うかが、他者の信仰世界に入りうるか否かの分か

れ目であるからだ。実際あの世があるかどうかは

別として、被災地で悩み苦しんでいる人々の間で、

あの世に関わる問題が大きく作用している「事

実」に立つならば、こうした宗教者の“力”はグ

リーフケアの一助になることは間違いが無かろう。

５．おわりに

文頭で触れた現代日本のストレスマグニチュー

ドの具体的項目には、一人称の「死」である自己

の「死」を見つめる、例えば「死の告知を受けた

時」といった選択肢が見あたらない。つまりこの

尺度で触れられているストレスとなる「死」はグ

リーフに関わる「死」のみで、ターミナルに関わ

る「死」が想定されていないのである。このこと

は、“超高齢多死社会”を迎えている近頃の日本

をみる際には不適当であろう。医療技術の進歩に

より伸びてきた高齢者の寿命が、それでも伸ばす

ことができなくなり、厚生労働省が提唱している

№119 2015（冬季）



－30－

「地域包括ケアシステム」で構想される「地域で

の看取り」が推進されるようになると、「臨床宗

教師」はグリーフケア、ターミナルケアに通じた

高度専門職業人として、そこでも多大な力を発揮

することは間違いがない。これまで腫れ物に触る

ように置かれてきた宗教者を社会資源として活用

する発想に立つことで、被災地支援から誕生した

「臨床宗教師」が日本の中に社会実装される日が

訪れることを期待したい。
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日本赤十字社は災害救助法などに基づき、災害

時に医療救護班の派遣や毛布をはじめとする救援

物資の配布、義援金の受付などについて、国や地

方公共団体と協力することとされている。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災におい

ては、被災地の行政機能の一部が失われたことな

ど、従前の想定をはるかに超えた被災状況であっ

たことから、これまでの医療救護班の派遣を中心

とした活動枠に捉われることなく、赤十字理念、

使命に基づき、被災者が必要とする様々なニーズ

に柔軟な対応を行うなど、組織の総力をあげて救

護活動に取り組んだ。

しかしながら、災害は人々の生命や財産に多く

の被害をもたらすだけでなく、同時に心にも大き

な傷を残すものである。近年、災害時のストレス

反応は、「誰にでも起こる異常な出来事に対する

正常な反応」であることや、災害によってストレ

スを受けるのは被災者ばかりではなく、救護活動

に従事する援助者も同様にストレスを受けること

が当然のこととして認識されるようになって来て

いるが、平成７年の阪神・淡路大震災以前は、心

の問題はあまり重要視されていなかった。

現在、日本赤十字社においては、救護活動の重

要な柱の一として「こころのケア活動」を正式に

位置付け、実際に活動を行う「こころのケア要員」

の養成及び普及啓発活動に力を入れている。

１．日本赤十字社のこころのケア活動の

歴史

日本赤十字社のこころのケア活動は、昭和57年

から研究検討を開始し、平成５年に策定した日赤

救護班の要員マニュアルにおいて、具体的な症例

などへの対応について初めて取り上げられた。そ

の後、阪神･淡路大震災において、発災直後から

の電話相談や避難所の定期訪問などによる被災者

へ面接調査の活動経験から、災害時のこころのケ

アの必要性をさらに認識するに至った。

そこで、同震災の活動経験を踏まえ、平成８年

に、こころのケアの先進国である米国やデンマー

クの赤十字社の実施している「こころのケア・プ

ログラム」を参考に、日赤救護班の研修会などに

おいて、正式にこころのケアの研修項目を導入し、

平成12年の有珠山の噴火災害、平成13年の芸予地

震災害においては、研修を受けたこころのケア要

員を日赤救護班に帯同させて活動を展開した。

また、平成16年の新潟県中越地震の際には、日

赤救護班にこころのケア要員が帯同する派遣形態

から「こころのケアチーム」として独立した、日

赤として初めて組織的な活動を行い、その後に発

生した日本各地の災害などにおいて、着実に活動

実績を積み重ねてきている。

なお、昭和60年の御巣鷹山の日航機墜落事故に

おける救護活動後には、活動内容を想起すると心

が不安定になる職員や、平成６年のルワンダ難民

の国際救援活動では、悲惨な状況の中での過酷な

□東日本大震災における日本赤十字社のこころのケア活動

日本赤十字社　事業局　救護・福祉部

救護課　救護係長　神　長　和　美

特　集 東日本大震災⒂ ～被災者へのこころのケア～
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活動により「燃え尽き症候群」に陥る職員もおり、

災害時には被災者だけでなく、援助者にも心の問

題が生じることが分かってきたことを受け、現在、

こころのケア要員の研修などにおいては、救援に

派遣された職員の帰還後ケアにかかる研修項目も

導入している。

２．日本赤十字社のこころのケア活動

日本赤十字社のこころのケア活動は、特別に訓

練を受けたこころのケア要員が、避難所や地域を

巡回しながら、被災者の健康や身近な悩みなどを

お聞きすることにより、安心感、安全感を築いて

いく活動である。怪我や心身の不調を訴えて救護

所で診察を受けている方や避難所に逃れている方、

自家用車にて避難生活を送っている方、損壊した

家に残っている方、不安のために頻繁に救護所を

訪れる方など全ての被災者を対象としており、具

体的な活動方法としては、バイタルサインの観察、

傾聴、健康相談、マッサージなどである。

この活動は、個々の被災者に提供する心理的な

支援と、避難所や地域に基づいた社会的な支援を

目指す、いわゆる心理社会的支援に該当する。こ

の心理的支援は、医師などの精神保健の専門家で

なくともトレーニングを受ければボランティアな

どでも行うことが出来るこころのケアであり、「支

持」、「傾聴」、「共感」、「具体的な支援」の４つの

要素から構成されている。

また、活動する中で精神保健の介入が必要と判

断された場合には、責任をもって精神科の医師に

繋ぐ活動も行っており、互いに協力し合い、補完

し合うことによって被災者に安心と安全を提供す

ることが重要である。

なお、こころのケア要員は、平時において、健

康の保持と病気の予防のための助言、広報、研修

会などを行うこともあり、特に、ボランティアが、

各々の持ち味を生かして被災者のニーズに応じた

支援活動や被災者の年齢や性別、地域など何らか

の共通の要素を持つ被災者を対象とした、体操、

スポーツ、サークル活動などを実施することをこ

ころのケア活動に含めていることも大きな特徴の

一つである。

３．東日本大震災におけるこころのケア

活動

⑴　こころのケア要員の活動人数

日本赤十字社における組織的なこころのケア活

動は、平成16年の新潟県中越地震であるが、東日

本大震災はそれをはるかに上回る規模の災害で

あったため、長期間かつ広範囲にわたる全国的な

こころのケア要員の派遣調整を行うなど、大規模

な活動を展開した。

同震災におけるこころのケア要員の派遣につい

ては、全国からこころのケア要員が特に被害が甚

大であった岩手、宮城、福島の３県に参集し、活

動人数は延べ4,058名となった。発災直後の３月、

４月は日赤救護班に帯同する形態での活動割合が

高かったが、その後は岩手県及び宮城県が被災者

精神保健と心理社会的支援との関係
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への長期的なこころのケアを実施することを目的

とした「こころのケアセンター」を開設したこと

もあり、徐々にこころのケアの単独したチーム

としての活動が活発化した。６月の１か月間に

は、延べ1,000名以上のこころのケア要員が活動

を行い、被災県外からのこころのケアチームの派

遣を終了させた９月１日までに、被災３県全体で

14,039名の被災者にこころのケアを実施した。

なお、被災３県における活動実績は、岩手県で

延べ2,205名、宮城県で延べ1,803名、福島県で延

べ49名であった。福島県の活動実績が少ないが、

これは福島第一原発事故の影響による避難者が多

く、寄せられる相談も原発事故に伴う健康問題に

関するものが多かったことから、日赤救護班が医

療救護活動と同時にこころのケアを実施している

状況があったためである。

また、大部分の避難所が閉鎖された９月以降に

おいては、仮設住宅の被災者に対して、こころの

ケア要員や赤十字奉仕団、各県の臨床心理士のボ

ランティアによる日赤県支部を中心とした持続的

な支援が行われた。

⑵　派遣された職員等へのこころのケア

東日本大震災以前は、被災地などに派遣され活

動を行った職員に対する帰還後のこころのケアに

関する指針がなく、組織的な取り組みが遅れてい

た。

そこで、日赤版の派遣者用メンタルヘルス支援

フローチャートを作成し、発災直後に本社及全国

の赤十字施設に配布したことにより、派遣者の帰

還後のこころのケアについての全社的に統一した

動きが取れるようになった。

また、宮城県の石巻赤十字病院では、石巻医療

圏の医療施設の壊滅的な打撃を受け、発災直後か

ら被災者が殺到し、病院職員は昼夜を問わず被災

者対応に従事した。その際、被災地に派遣されて

いない病院職員も相当のストレスを抱えていると

考え、臨床心理士を中心に病院職員対象のリフ

レッシュルームの開設や、職員向けのメッセージ

発信を行った。

⑶　自治体及び保健所等との連携

被災地でこころのケア活動を実施する際には、

自治体や保健所、精神保健機関、DPAT（国の災

害派遣精神医療チーム）と連携し、役割分担、情

報共有を行いながら活動することが必要不可欠で

ある。

特に、避難所における被災者全員の健康管理な

どを行うケア・マネージャー役である保健師との

連携が重要であり、同震災においては、問題が予

測される被災者に関する情報を共有して活動が進

められた。

また、日本臨床心理士会及び日本心理臨床学会

が開設した「東日本大震災心理支援センター」と

協約を結び、日赤本社のこころのケアチームと同

心理支援センターが共同で先遣隊を派遣するなど、
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連携した活動も実施した。この合同のこころのケ

アチームは、臨床心理士が日赤のこころのケアボ

ランティアという位置付けで、１～２名参加する

形で構成されたが、日赤看護師が血圧などを測り

ながらケアを行い、同行する臨床心理士が、問題

を抱えている様子の被災者を中心に傾聴や必要に

応じて専門的なケアを実施するなど、効率的な活

動を展開することが可能となった。

４．今後の活動における課題

大規模災害が発生した場合において、被災地の

行政職員や日赤職員などは、被災者でありながら

同時に救援者であるという困難な立場に置かれる

ことになるが、悲惨な状況を目の当たりにしたう

えで、職務の重責と被災地の困難な状況下での活

動によるストレスを受けることになる。また、航

空機事故や列車事故などの人的災害では、その企

業の職員などは加害者的な立場に立たされ、複雑

なストレス状態に陥るおそれがあるため、救援者

への組織的な支援を行う枠組みの構築が急務であ

る。

また、こころのケア活動は、発災からできるだ

け早期に開始することが初期ストレスの緩和に有

効であり、急性ストレス障害（ASD）や外傷後ス

トレス障害（PTSD）などの深刻な障害の進行を

食い止める効果も期待できるが、水や食料もない

状況下では、こころのケアのみを実施しても救援

の効用は低く、生活支援や医療救護などの活動と

並行して行うことが肝要である。そのため、行政

機関のみならず、救護活動を行う全ての団体やそ

の活動を支援する団体が自らの特徴を最大限に発

揮し、互いに連携することにより、より有効的な

支援が可能となるさらなる枠組みの構築も必要と

考える。

日赤としては、新たな枠組みを構築するうえで、

国や都道府県などの行政機関及び他団体との連携

を行うとともに、災害時に円滑なこころのケア活

動を実施するための活動をコーディネートする調

整役を配置するべく、こころのケア要員の指導者

層への研修強化に取り組むこととしている。

未曽有の被害をもたらした東日本大震災のここ

ろのケア活動においても、様々な課題に直面した

が、前述の課題を着実にクリアすることが真の被

災者支援に繋がるものと信じて、今後とも万全の

態勢を整える努力を重ねる所存である。

参考資料

1）日本赤十字社「こころのケア研修マニュアル（救

護員指導用）」平成24年６月改訂版

2）日本赤十字社「東日本大震災 -救護活動から復興

支援までの全記録 -」平成25年11月29日発行

消防科学と情報



－35－

１．大島復興計画策定への携わりから

　死者39人を出した2013年10月の伊豆大島台風26

号水害は、24時間雨量で824mmに達した降雨ハ

ザードの突出性⑴に加えて、表層崩壊および三原

山火山堆積物による「火山泥流災害」がその特徴

である⑵。そして伊豆大島はたとえば井上も⑶論

じるように災害に向き合い、乗り越えてきた島で

あり、台風水害からの復興

にあたっても、被災世帯の

生活再建支援を急ぐと同時

に、火山噴火、洪水、土石

流、津波といったマルチハ

ザードへの備えをバージョ

ンアップさせていく方向で

の取組みが進められようと

している。

　筆者は被害調査に加えて、

大島町復興計画策定委員会

に学識メンバーとして参加

してきた。その経緯も振り

かえりつつ、これまでの国

内外の災害復興研究の経験

にも照らして、2014年９月

に策定された「大島町復興

計画」の策定プロセスと計

画内容を報告し、すみやか

でしなやかな回復に向けて、現段階での考察を述

べておきたい。

２．「大島町復興計画」の策定体制と策

定プロセス

　表１は発災から復興計画策定に至る主な経緯を

整理したものである。2015年２月時点で復興に向

伊豆大島台風26号水害からの復興計画について

首都大学東京 都市システム科学域 准教授　市　古　太　郎

表1　平成25年伊豆大島台風26号水害からの復旧復興対応経緯
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けた取組みは大きく５つの時期に区分される。

　第Ⅰ期は緊急対応期である。行方不明者の捜索

と救助、避難生活支援、二次災害防止のための火

山灰堆積工にたまった土砂流木除去といった対応

がなされ、被災世帯が再建支援策を選択する基礎

条件となる「り災証明発行」開始までの時期であ

る。

　復興への取組みは、第Ⅱ期から本格化していく。

第Ⅱ期は土砂災害対策検討期としたが、そこで中

心となったのは東京都が主導し大島町長も委員と

なった「伊豆大島土砂災害対策検討委員会」であ

り、11/29の第１回に始まり2014年３/11の第４回

討議を踏まえて報告書が公表された。報告の要点

は、①台風26号による土砂災害の発生メカニズム

の分析、②分析に基づく土砂災害対策の基本方針

づくりであり、この基本方針はその後の復興計画

の前提となっていく。一方でこの時期は、応急仮

設住宅の建設と入居開始、12/６の大島町復興本

部発足、12/17の土砂災害対策の基本方針の公表

など復興初動期という意味合いも持っている。

　第Ⅲ期は復興計画策定初動期である。２/21に

第１回復興計画策定委員会が開催されたが、すで

に12/26に「被災者の声を聞く会」が町役場との

間で開催されるなど被災世帯の生活再建に向けた

関心と動きが高まっていた。再建ニーズにどう応

え、施策化していくか、また町民と町役場・大島

支庁が連携したこれからの島の防災体制をどう復

興計画に盛り込んでいくか、このように策定体制

について検討された約１ヶ月間の時期である。

　第Ⅳ期は復興計画策定期であるが、大島町復興

計画の策定体制を筆者なりに整理したものが図１

である。復興計画は「大島町基本構想・基本計画

を踏まえながら」といった表現もあるように行政

計画という側面をもち「各種施策を総合的かつ計

画的に進める」ためのものとされる。したがって

策定においても大島町と東京都が事務局体制をつ

くり「大島町復興計画策定委員会」が全７回にわ

たって開催され、大島町に計画案を諮問、大島町

が決定権者となっている。そして策定プロセスと

して50名の町民で構成された「大島町復興町民会

議」が設置され、全体会に加えて元町地区／産業

観光／防災の３部会構成で具体の事業提案や町か

らの「たたき台」を元にした議論がおこなわれて

いる。

　図１の被災再建世帯とは一部損壊を含む「り災

証明」の申請受給世帯を意味する。被災世帯に対

図１　台風26号伊豆大島復興計画の策定体制
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しては「復興計画策定に向けた意向調査」と個別

ヒアリングで再建ニーズを把握し、復興町民会議

の元町地区部会への任意参加を通して復興まちづ

くりの方針が固められていった。またり災証明を

申請していない世帯もアンケート調査に加えて産

業・観光復興支援分科会と防災まちづくり分科会

への公募参加を通して、復興計画への参画が図ら

れた。

　第 V期は計画実施に入った段階を示している

が、10/26に慰霊祭、2015年２月に第１回大島町

復興計画推進委員会が開催され、計画実現に向け

た取組みが展開している。

３．「大島町復興計画」の４つの柱と土

砂流出地域の復興方針

　それでは「大島町復興計画」の内容についてレ

ビューしてみたい。まず基本理念は「協働と連携

による島の地域力と安全・安心なまちの再生をめ

ざして」とされている。前節で触れた「復興町民

会議」のような「参加と協働の体制」が計画実施

段階においても全面的に打ち出されている。そし

て大島町復興計画の４つの柱として、①被災者生

活再建支援、②地域基盤・インフラの復旧、③産

業・観光復興支援、④防災まちづくりの強化、が

示される柱ごとに施策が表記されている。以下こ

の４つの柱に沿って住まいと土砂流出地再建の要

点をレビューしておこう。（　）内は計画前期期

間（2014-2016年度）の施策数である。

第１の柱：被災者生活再建支援（11施策）

　生活再建支援金や復興公営住宅建設といった住

まい再建に関する既存制度活用をベースに、再建

ニーズに基づき「宅地擁壁復旧への支援」や「ま

ちづくり事業制度の導入」が記載されている。元

町地区の現地住宅再建に関して、まちづくりとい

う空間スケールから支援策が具現化されようとし

ている。

第２の柱：地域基盤・インフラの復旧（８施策）

　２番目の「地域基盤・インフラの復旧」とは土

砂災害対策を中心とした施策群である。その中心

施策として「伊豆大島土砂災害対策検討委員会」

報告を元にした「山腹部の表面浸食対策（緑化

工）+堆積区間の導流工整備」に加えて「雨水排

水整備計画」策定が注目される。これは大金沢で

橋梁に接続する道路が流路となり橋梁部で浸水が

激しかったことから町民会議でも意見が多く出さ

れていた。

第３の柱：産業・観光復興支援（12施策）

　３番目は産業・観光復興支援であるが、復興町

民会議の産業・観光部会で意見具申がなされた施

策群である。農業および水産業の「６次産業化」、

災害翌年の海水浴シーズンまでに弘法浜を復旧さ

せ利用促進を図る「KONKAプロジェクト」、「自

然と防災を学ぶことにもつながる伊豆大島ジオ

パークの取組みをより一層推進」といった、他の

３つの柱とは異なるユニークな施策名が並んでい

る。

第４の柱：防災まちづくりの強化（17施策）

　第４に「防災まちづくりの強化」である。計画

書において、実はこの柱に最も多くの誌面が費や

されている。注目される施策として、ハザード情

報の収集・判断・伝達体制の強化、避難計画の策

定と運用、また観光復興の柱でも触れられていた

「ジオパーク」について「ジオパークとの連携に

より、災害の記憶をとどめ教訓を伝える場を設け、

自然と共生する暮らし方とともに、島内外に情報

発信します」という記載が挙げられる。

　防災の視点から要約すれば、適切な早期避難に

向けた防災対策の「多重化」と防災 +観光まちづ

くりへの全面展開（防災対策の総合化）という方

向性を指摘できる。「多重化」とは、導流堤など

の土砂災害対策の「施設整備」、早期避難判断に

不可欠な「災害情報伝達システム」の再構築、避

難計画の策定による「避難行動力向上」といった

対策群から構成されることを意味し、津波避難対

策における「多重防災論」に準ずる考え方である。
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また「防災 +観光まちづくりへの全面展開」とは

ジオパークに象徴される自然ハザードの観光資源

化と災害を継承するための教育の両面で相乗効果

を図る方針を意味している。

　また復興計画においては土砂流出被害の集中し

た元町地区について「元町地区復興まちづくり計

画」が示され、先行して検討された「土砂災害対

策方針」を踏襲しつつ「元町地区分科会」での議

論を踏まえて地区を A、B、Cの３つにゾーンニ

ングし、それぞれの「土地利用の基本方針」が提

案されている。

４．復興計画策定に関する考察と大島復

興への期待

　前節まで述べてきた復興計画の策定プロセスと

計画内容を踏まえ、４点ほど考察しておきたい。

　第１に伊豆大島でも「協働と連携」が復興計画

の基本理念とされているように、復興に向けて

「まちの将来像を語り、取り組みを創発する場を

つくる」意義である。元町地区部会では「元の土

地での住宅再建にあたり、安全性を確保してもら

いたい」といった要望発言に加え「町に要望を言

うためだけにここに居るのではない」「大金沢沿

いの通路整備など行政が実現してくれれば、維持

管理や観光活用を担う覚悟をもって発言してい

る」という声を複数聞いた。再建に向けた想いを

共有し、行政と専門家がその想いを実現するため

に大いに工夫と調整を図ること、東日本大震災の

復興まちづくりでも展開されつつある、復興の主

体を育むプラットフォームという意義を町民会議

は有していた。付言しておくと再建住民と行政職

員の想いを媒介する専門家の倫理性と役割は大き

いものがあり、継続して議論すべき課題もあった。

　第２に住民にとって「計画文書の中に入れる」

こと、言い換えれば行政支援を多く引き出すこと

を企図して大島町と向き合うことが基本的な構図

になってしまったように思われる。平常時の各種

行政計画の策定ではよく見られる政策形成プロセ

スかもしれないが、災害によって多くを失い、喪

失感にさいなまれながらも、やっとの想いで再建

に向けて前向きになれた再建者を第１ステークホ

ルダーとする災害復興計画において、それでよ

かったのか、災害復興計画のシステムの課題とし

て指摘しておきたい。

　第３に復興計画を補完し、行政だけでなく再建

者を計画主体とする「復興まちづくり計画」とい

う方法論への可能性である。大島町復興計画でも

元町地区においては、土地利用と基盤施設整備の

「方針」が示されたに過ぎず、この計画だけでは

生活空間の復興像をイメージすることは難しい。

東北復興でもベスト・プラクティスが生まれてい

るように、住民の再建に向けた気持ちを引き出し、

整合性をもって地域空間を形象化していく「復興

まちづくり計画」の方法論が強く求められている

ように思われる。

　第４に計画策定のプロセスそのものが、復興の

担い手とそのネットワークを形成する機会となる。

伊豆大島においても内と外のつながりが見えてき

た。すなわち地域つながりとしての婦人会、大島

社会福祉協議会を中心としたボランティア活動、

2014年11月に再認定を終えた伊豆大島ジオパーク、

火山研究者を中心とした島外の研究者・専門家の

ネットワーク、といった関係性資源である。この

つながりを活かして筆者も引き続き伊豆大島の復

興に貢献できれば、と考えている。

引用参考文献

⑴　牛山素行（2014）平成25年台風26号による伊

豆大島豪雨災害の特徴，消防科学と情報，No.116

（2014春号），pp.37-42

⑵　小山真人，鈴木雄介（2014）伊豆大島の噴火史

から見た2013年10月の火山泥流災害，地理59-5，

pp.34-41

⑶　井上公夫（2014）伊豆大島・元町の土砂災害史，

地理59-2，pp.10-19
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はじめに

2014年８月20日、広島県で発生した豪雨により

広島県広島市安佐南区・安佐北区を中心に166箇

所以上で土砂災害が発生した（図１）。この豪雨

により安佐南区・安佐北区などにおいて、死者74

名、負傷者44名、物的被害5,236棟（住宅被害4,769

棟、非住宅被害467棟）と甚大な被害をもたらし

た1）。本稿では緊急的に行った現地調査の結果2）

を踏まえて災害の被害状況及びその特徴について

まとめたほか、その現象について考察した。

１．災害が発生した環境

平成26年８月19日夜から20日明け方にかけて、

広島市を中心に猛烈な豪雨となった。この豪雨は、

日本海に停滞する前線に向かい、暖かく湿った空

気が流れ込んだことで、大気の状態が非常に不安

定となっていたことが原因とされている3）。土砂

災害が多発した地域に隣接する広島市安佐北区

アメダス三入観測所では１時間降水量の日最大

値101.0ミリ、３時間降水量の日最大値217.5ミリ、

24時間降水量の日最大値257.0ミリを観測し、通

年の観測史上１位を記録している（図２）4）。ま

た10分間雨量の推移から土砂災害が多発した20日

午前２～４時には絶え間なく強い雨が降っていた

ことがわかっている。

今回の土石流災害が発生した山体斜面は、安佐

南区では花崗岩及び付加体 *1の岩石、安佐北区で

は花崗岩及び流紋岩で主に構成されている5）。現

地踏査の結果、崩壊の源頭部周辺には斑状流紋岩

の岩脈や、崩壊の流送域には断層露頭も観察され

た。

2014年８月20日の豪雨による

広島市の土石流災害の被害状況とその特徴

消防庁消防研究センター　土志田　正　二、新井場　公　徳

図１　広島市周辺の土砂災害分布図。土砂災害分布は国土

地理院（2014）からの引用・加筆。図中の矢印は、図

３、図４の表示方向を示す。
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２．災害の状況

2.1. 安佐南区　八木・緑井

土石流災害が多発した安佐南区における３D鳥

瞰図を図３に示す。図３左上に示した土砂災害

分布は国土地理院による判読図6）を引用・加筆し

たものであり、３D鳥瞰図は朝日航洋㈱の計測に

よる航空写真オルソ画像 *2及び航空レーザ測量 *3

データを利用し、オルソ画像に航空レーザ測量

データの標高値による起伏を表現させることで作

成している。３D鳥瞰図を見ると、安佐南区で発

生した土砂災害のほとんどは阿武山の尾根近傍か

ら発生している。尾根近傍で発生した斜面崩壊の

土砂は、既存の谷筋に沿って直線的に流送され、

下流の住宅地域に被害を与えていることがわかる。

今回の災害で最も被害が大きかった八木三丁目

図２　アメダス三入観測所における時間降水量・累積降水量・10分間雨量の推移。降雨データは気象庁（2014b）より引用。

図３　広島市安佐南区八木・緑井における土砂災害の３D鳥瞰図。左上図における矢印が全体の鳥瞰方向を示す。

〔計測：朝日航洋㈱〕
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県営緑丘住宅上流部の沢の崩壊源頭部の写真を示

す（写真１）。斜面崩壊は他の崩壊と同様に阿武

山の尾根近傍から発生している。崩壊源頭部の

崩壊深は１m程度、崩壊後の傾斜角は40°であり、

源頭部では風化した岩脈（斑状流紋岩）が分布し

ている。流送域では塊状の花崗岩が露出しており、

花崗岩中には明瞭な破砕帯を伴う北北東走向の高

角断層も観察される。また、下流側では大規模な

側方浸食（写真２）が見られる。写真３はさらに

下流の住宅地（住宅地内においては上流部）で撮

影したものあり、谷近傍では浸食、谷から離れる

と土砂の堆積による被害を受けた地域である ｡浸

食された谷の側壁を見ると、過去に発生した土石

流によるものと想定される土石流堆積物で構成さ

れていた。これは本地域が過去にも土石流災害を

経験していた地域であることを示している。写真

４は県営住宅脇の土石流堆積域であり、巨大な礫

が多く堆積している。崩壊の源頭部は１ｍ程度の

崩壊深であり強風化した岩石であったことから、

これらの巨礫は流送域の谷筋において浸食された

写真１　県営緑丘住宅上流の崩壊源頭部全景。表層崩壊であり、岩脈（斑状流紋岩）が露出する。

写真２　崩壊流送域の側方浸食。土石流が大規模になった原因の１つと考えられる。
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岩石によるものであり、住宅地を襲った土石流の

大部分の岩石と土砂は流送域の谷筋に元々あった

ものが土石流にとりこまれたものと推測される。

また八木三丁目県営緑丘住宅上流部では斑状流紋

岩及び花崗岩で構成されていたが、北東部に位置

する八木六丁目で発生した土石流の崩壊源頭部は、

崩壊深は１m未満の表層崩壊ではあるものの付加

体の混在岩で構成されている。八木地区において

は、花崗岩、流紋岩、付加体の混在岩と様々な岩

石で崩壊が発生したこと、谷筋の岩石や土砂を巻

き込んで大量の土石流として流下したことがわ

かった。

2.2. 安佐北区　可部東

土砂災害が多発した安佐北区可部東における３

D鳥瞰図を図４に示す。３D鳥瞰図の作成方法は、

安佐南区の３D鳥瞰図と同様である。安佐北区に

おいても安佐南区と同じく尾根近傍から崩壊は発

生し、谷に沿って流送、下流の住宅地域に甚大な

被害を与えている。安佐南区に比べると、谷がよ

り直線状に形成していることからか、下流の住宅

地域において堆積した土砂は扇状に広くかつ長距

離移動している地域が多いように見える。

可部東六丁目における写真５は、避難誘導活動

中の消防職員の方が殉職されるという事故が発生

した土石流現場である。本崩壊は高松山の尾根沿

いから発生し、土石流が直線状に流下、下流部の

複数の民家を直撃している。堆積部は、上流から

砂礫堆積部、細砂堆積部、水の流路跡と段階的に

分級して堆積している。堆積している砂は細粒の

マサ土であり、他の地域における露頭の観察から

写真４　土石流堆積部に点在する巨礫。その大きさから崩壊の源頭部ではなく流送域から供給されたと思われる。

写真３　浸食された谷壁に過去の土石流堆積物が見ら

れる。過去にも土石流が発生していたことを示す。

消防科学と情報



－43－

写真５　高松山の尾根沿いから崩れた崩壊の１つ。大量の土砂が堆積しており、複数の民家を直撃している。

も高松山は細粒の花崗岩で構成されていると想定

される。また写真６は、本崩壊の堆積部の写真で

あり、元の地表と推定される植生のある面、その

上に白色の砂礫層、さらにその上に褐色の土壌層

が堆積するなど、複数回の土石流が到達したこと

が示される堆積構造も見られた。

可部東六丁目の東に位置する山体斜面は、流紋

岩凝灰岩が分布し7）、しばしば花崗岩による接触

変成作用を被っていることが知られている8）。こ

こではやや風化した流紋岩とその風化土壌で表層

崩壊が発生していた（写真６）。崩壊深は１m程度、

崩壊の源頭部付近には明瞭な楔型のクラックが発

達するやや風化した流紋岩凝灰岩が露出している。

この流紋岩凝灰岩の基岩から地表までは約２m程

図４　広島市安佐南区八木・緑井における土砂災害の３D鳥瞰図。左上図における矢印が全体の鳥瞰方向を示す。

〔計測：朝日航洋㈱〕
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度であり、この地域でも地表面からの風化した土

層が今回の土石流の原因であったことが推測され

る。

可部東六丁目住宅地では、住宅地内を流れる水

路が流出した土砂により堰き止められ、水路脇の

道路が流路となっていた。写真８aは水路が堰き

止められた地点である。水路が堰き止められたこ

とにより、水は側方の道路を流路と変更していた

が、そのため道路上には流出土砂の堆積や、アス

ファルトの削剥などが起き、道路が不通となって

いた（写真８b）。

写真６　複数回の土石流が到達した痕跡が残る堆積部。

写真７　流紋岩凝灰岩の崩壊。風化土壌とやや風化した基岩の境界が崩壊源頭部付近で見られる。

写真８a　住宅地内で水路が流出土砂により堰き止めら

れた地域。赤白スタッフのある位置が元の流路。
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３．おわりに

本災害における土石流の特徴は以上に述べた通

りであり、これらの特徴から発生した土石流災害

は以下のような現象であったと推測される。

１）地表１m程度の深さで岩石が強く風化してで

きた土砂が短時間の強い雨によって、表層崩壊

を起こす。

２）崩壊した土砂が谷筋に沿って流れ下り、岩脈

や断層によって壊れやすくなっていた谷筋の岩

石や土砂を広く深く浸食して巻き込みながら大

量の土石流となって流下する。

３）大量の土石流が下流の住宅地域を襲う。土石

流堆積物の堆積構造を見ると複数回の土石流が

到達した地域も存在する。

本稿では、現地踏査結果をまとめ、今回の土石

流災害の特徴を明らかにした。消防活動を行う上

において、災害そのものの現象の特徴を知ってお

くことは、救助活動並びに安全確保を行うために

は必要不可欠である。また、今回の災害では救助

活動中における消防職員の殉職事故が発生してし

まったことからも、災害のメカニズムの理解のみ

ならず、連続して発生する崩壊のタイミング・危

険性についても、今後明らかにしていかなければ

ならないと考える。

用語説明　

*1　付加体：大昔に海洋底にたまっていた堆積物が

陸側へ押し付けられることで形成された岩体。そ

の形成過程から地下で断層・クラックなどが存在

することが多い。

*2　航空写真オルソ画像：航空写真の歪みを補正し、

真上から見たような傾きの無い画像に変換した画

像。

*3　航空レーザ測量：航空機に搭載したレーザス

キャナから地上にレーザ光を照射することで、地

上の標高や地形の形状を精密に測る測量方法。本

稿では１mメッシュの地形データを使用している。
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はじめに

平成26年２月、低気圧が日本の南岸を相次いで

通過し、７日（金）から８日（土）にかけてと翌

週14日（金）から19日（水）にかけて、西日本か

ら北日本の太平洋側を中心に大雪となった。当セ

ンターでは、今回の大雪に見舞われた山梨県都留

市と道志村を対象に、災害対応に関するヒアリン

グ調査を行った。本稿では、その結果を２月14日

から15日の大雪への対応を中心に報告する。

なお、本稿は概要版であり、関連資料や考察内

容を記した詳細は近刊の『地域防災データ総覧』

を参照願いたい（平成27年３月公表予定）。

１．都留市の対応

⑴　雪害の概要

山梨県都留市（つるし）は、山梨県の東部に位

置する人口31,820人（H26.12.1）、面積161.58km2

の市である。山地が多くを占め、限られた平地に

市街地が広がっている。

今回の大雪は、14日の朝４時頃から降り始め、

翌日の10時半頃まで続いた。最大積雪量は都留市

消防署で108cmを観測した（15日10：00）。大雪

警報は14日10：03に発表され、15日11：05に解除

された。

人的な被害はなかったが、居宅120件、カーポー

ト37件などの被害が発生した。市内の国道、県道、

市道は全て麻痺し、解消には数日を要した。この

間、市民生活は麻痺し、車で移動中の人は帰宅困

難となり、市は除雪に加えて避難所の開設等の対

応に追われた。

⑵　災害対応の概況

ア　市庁舎１階玄関ホールでの本部会議の開催

市は、14日17：00に除雪対策本部を設置し、そ

の後15日3：30豪雪対策本部に切り替えた。記録

的な積雪となったため、同日9：00に災害対策本

部に格上げし、２月27日に廃止するまでに37回の

本部会議を開催するなどして災害対応に当たった。

なお、本部会議は、市庁舎１階玄関ホールの一部

をパーティションで仕切って開催した。会議室で

平成26年２月大雪災害時の市町村の対応

－山梨県都留市・道志村の事例－

（一財）消防科学総合センター　黒　田　洋　司

渡　辺　雅　洋

西　形　國　夫

写真：災害対策本部会議の様子（市庁舎１階ロビー）

　　　（都留市提供）
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はなく玄関ホールで会議を開催するという方法は、

今回が初めてのものではなく、市民などからの情

報を受け取りやすくするという方針で従前からと

られていたものである。

イ　災害対応の経緯

最初の段階は、道路除雪、要援護者支援、帰宅

困難者支援等の対応が中心だった。その後、家屋

被害の確認、通学路の確保、自治会等からの生活

道路などへの除雪依頼への対応などに移った。そ

して、災害見舞金の支給、災害廃棄物処理、中小

企業支援、農業関係復旧対応等生活再建への対応

と続いた。生活再建段階では、広報紙を臨時増刊

し、さまざまな支援策を案内するとともに、災害

に便乗した悪質商法への注意を過去の事例も紹介

しながら広報した。

ウ　職員の参集

15日7：35に避難所の開設準備のため、男性職

員の動員を決めた。その後、９：00の災害対策本

部体制移行に伴い、全職員を動員することとした。

職員は、市役所又は最寄りのコミュニティセン

ター等に参集することとしていたが、雪が降り積

もる中、思うように登庁できなかった。最寄りの

コミュニティセンター等に12時までに到着できた

のは45％程度（約90人）に留まった。

なお、最寄りのコミュニティセンター等への参

集としたことで、本庁舎の要員が手薄となったり、

各班の要員の過不足の把握が難しくなるといった

弊害も発生した。また、職員への連絡は、各部署

から電話で行ったが、部署ごとで対応の仕方にず

れがあることもあった。今後は、県が整備したシ

ステムを使って、メールで一括して連絡すること

にしている。

エ　帰宅困難者への対応

今回の大雪が深刻なものだと認識したのは、15

日の未明３時頃、市役所に近接する消防署から

「車で移動中の若夫婦２名が消防署に避難してき

た。食料や毛布が欲しい」と連絡があったときだっ

た。雪のためにこれほど車が動けなくなるという

経験はなく、ただごとではないと感じた。その後

も、車の立ち往生といった事態が続き、7：35に

各コミュニティセンターなどに避難所を開設する

ことを指示した。避難所は、移動の観点から国道

沿いの施設を活用することとした。なお、体育館

については、広くて暖を取りにくいため、活用し

なかった。15日は市外の人が少なくとも６か所の

避難所に235人避難した。

避難所ではなく、車内に留まる人たちもいた。

こうした人たちに対しては、近くの市民や会社が

トイレの提供やコーヒーなどの差し入れを行った

りしたケースも多かったようである。一方、車を

置いたまま移動した人もいた。そのような人には、

鍵を付けたままにして、連絡先を書いておくよう

に依頼したが、中には鍵をかけて移動した人もお

り、そのような車両は移動が難しく除雪の障害と

なった。

市では、帰宅困難者のことは大都市の話だと

思っていたがそうではないことがわかり、今、そ

の対応を検討しているとのことである。

オ　緊急速報メールの発信

今回の雪害で、初めて緊急速報メールを通じて

避難所の開設や道路除雪状況に関する情報を発信

した（７回）。同報系の防災行政無線も57回放送

したが、防災担当としては、市外在住の帰宅困難

者もおり、緊急速報メールにより文字で伝える必

要性を強く感じたとのことである（「これしかな

い」）と思った。）。なお、緊急速報メールは、市

外にも届く場合があるため、従前から件名に「都

留市」と付すルールとしていた。

カ　道路の除雪

降雪量15cm以上に及んだため、市では、あら

かじめ定めていた降雪マニュアル、除雪及び雪害
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対策要綱、平成25年度除雪計画書に基づき道路除

雪を開始した。除雪は、業務委託契約を締結して

いる市内の業者26社により実施した。計画では主

要な市道の除雪を行うことになっていたが、該当

道路は国道と接続しており、国道の除雪が進まな

いため市の委託した除雪車が進めなかった。道路

管理者である国土交通省に対応を求めたが、いつ

除雪が行われるのか見通しが立たない状況だった。

そこで、市は、管轄外ではあるが国道や県道も直

接除雪を行い、早期の道路麻痺の解消を図った。

キ　通学路の除雪

道路を除雪すると、除雪した雪が歩道をふさぎ

安全な通学路を確保できないという問題に直面し

た。そこで、17日（月）から21日（金）まで小中

学校は休校とし、通学路の除雪を行った。その間、

「学校緊急メール」を用いて父兄に「通学路の除

雪への協力」を呼びかけるとともに、22日（土）

と23日（日）は防災行政無線を通じて全市民に「市

内一斉雪かき」「通学路の除雪への協力」を呼び

かけた。また、学校再開時の登下校の見守りも求

めた。

ク　ボランティアによる除雪

きめ細かな除雪を促進するため、また、ボラン

ティアの申し出も多数あったため、19日に都留市

社会福祉協議会に対してあらかじめ締結していた

協定に基づき災害ボランティアセンターの設置を

要請した。翌20日にボランティアセンターが開設

され、22日には都留文科大学（公立大学法人）に

サテライトも開設された。27日に閉鎖されるまで

の間、387名のボランティアの協力を得て、一人

暮らし高齢者世帯、高齢者のみの世帯、障がい者

世帯等支援を必要とする世帯を中心に活動が行わ

れた（150件のニーズに対応）。なお、ボランティ

アの71％が市内在住者で、県内が６％、県外が

23％だった。

ケ　要援護者の支援

高齢者等の要援護者に対しては、ボランティア

による除雪支援の他、福祉班が台帳に基づいて安

否確認を電話で行った。

２．道志村の対応

⑴　雪害の概要

山梨県道志村（どうしむら）は、山梨県の南東

部に位置する人口1,782人（H26.12.1）、面積79.57

㎞2の村である。山や川の自然に恵まれ、日本有

数のキャンプ場密集地として知られている。

14日未明から15日午前まで降り続いた大雪では、

前週に降った雪の上に新雪が降り積もり、役場前

で約130㎝、長又地区で約150㎝の積雪を記録した。

80歳代、90歳代の人に「生まれてからこれまでこ

んなに雪が降ったことはない」と言わしめるほど、

記録にも記憶にも残る大雪だった。住民は家から

出ることも困難な状態に直面した。

人的な被害はなかったが、住宅半壊１棟、一部

損壊22棟などの被害が発生した。避難所に指定さ

れている道志小学校体育館が裏山からの雪崩によ

り一部損壊するなど、施設の被害も目立った。村

内の国道、県道、村道は麻痺し、村は一時孤立状

態に陥った。この間、住民の生活は麻痺し、特に

暖房や除雪作業などに必要な燃料不足が懸念され

た。タンクローリーや自衛隊ヘリコプターなどに

よって調達し、高齢者世帯などに役場担当者が個

別に届けるなどの対応がとられた。

⑵　災害対応の概況

ア　災害対応の経緯

14日11：45に大雪警報が発表されたが、予想降

雪量は山間部で50cm、また、今後雨に変わると

いう予報だったため、前週の大雪よりも降雪は少

ないと判断し、17：00に宿直による配備体制とし

た。その後、予想を上回る降雪となり、15日8：

00に職員の動員を図ることとした。ところが、ほ

消防科学と情報
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とんどの職員が自宅から出られず、道路の除雪も

進んでいなかったため15日は産業振興課職員によ

る除雪対応しかできなかった。16日10：00になっ

てようやく道路の除雪が進み、職員が順次参集し

て状況把握が行えるようになった。村長も11時に

登庁し、情報収集、ヘリポートの優先除雪、帰宅

困難者のための避難所開設などを指示した。その

後、全庁体制で災害対応に当たるため17日９時に

災害対策本部を設置し、以降３月３日まで朝夕に

会議を開いて「一人の犠牲者も出さない」という

方針で各種対応に当たった。

イ　道路の除雪

村内で除雪車両を有するのは３社である。通常

は、夜のうちに除雪が完了し、朝には通行できる

状態になるが、今回はそれが間に合わず、３日間

かけてようやく通行できるようになった。国道や

県道は県が除雪することになっていたが、その状

況がわからず対応に苦慮する場面があった。また、

重機の燃料の確保という問題も生じた（後述）。

ウ　人工透析患者への対応

16日午前、人工透析患者から「昨日病院へ行け

なかったのだが、どうにかならないか」と相談を

受けた。国道の開通まで待つと生命に関わると判

断し、県災害対策本部に対して自衛隊の災害派遣

要請を依頼（ヘリコプターによる搬送）したとこ

ろ、17日に向かうとの回答だった。同日午後、受

け入れ先の病院のヘリポートの除雪が手つかずに

あることがわかり、ヘリコプターではなく緊急車

両で搬送することにし、17日７：00に搬送した。

最初に相談があった際、村内にいるあと５～６人

の患者への対応も懸念され、18日にも同様の手段

で２名を搬送した。

エ　避難所の開設

仕事で来村していた５名が、帰宅困難となった。

16日、役場を避難所として提供し、２名がロビー

で、３名は車中で難をしのいだ（１泊のみ）。

オ　安否の確認

17日、住民健康課職員が、村内の一人暮らしや

高齢者世帯81名の安否確認をテレビ電話で行った。

このテレビ電話システムは光ファイバーで構築さ

れており、ほぼ全世帯に配備されている。画面で

は、防災行政無線で放送した内容も文字で表示さ

れるようになっている。普段の健康相談等の業務

でも活用しており、村民も使い慣れている。今回

は、このテレビ電話が威力を発揮し、的確な安否

確認を行うことができた。ただし、今回は停電に

ならなかったために活用できたものであり、もし

停電になったら消防団や民生委員などによる戸別

訪問といった方法しかなかっただろうとのこと

だった。

カ　休校・休園の情報伝達

小中学校と学童保育所は、16日の段階で休校・

休園とした。その伝達は、オで記したテレビ電話

を通じて行った。

写真：威力を発揮したテレビ電話

キ　物資・燃料の確保と配布

孤立状態ではあったものの、食料については、

村内に商店が少なく普段から買いだめをしている

人が多いため、大きな懸念はなかった。

一方で、除雪作業に当たる重機の軽油や暖房用

の灯油については、調達が喫緊の課題となった。

17日に県に対し軽油2,000ℓと灯油4,000リットル
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の手配を依頼し、夜には雪崩の危険がある中で民

間タンクローリーを誘導して軽油3,000ℓを確保す

ることができた。20日には、自衛隊ヘリコプター

により、灯油127缶（2,540ℓ）を確保することが

できた。

同日、確保できた灯油と備蓄食料を、地域担当

職員が手分けして一人暮らしと高齢者世帯に配布

した。その際同時に各地区の状況把握も行った。

ク　孤立世帯への対応

役場から５kmほど離れた山の上の２軒が孤立

した。電話はつながったので状況を聞くと、食料

は困っていないが灯油が心配だとのことだったが、

19日、自衛隊員３名が積雪を掻き分けて食料を届

けた。23日の18時まで孤立状態が続いた。

ケ　避難準備情報・避難勧告の発表

21日11：45、県砂防課から、気温が上がり土砂

災害や雪崩への警戒を促す FAXが入った。災害

対策本部会議で対応を検討し、22日の９：00に全

世帯を対象に避難準備情報を発表して注意を喚起

した。避難所として、役場、やまゆりセンター、

善之木コミュニティセンターを開設したが、結果

的に避難勧告世帯を除き、避難者は一人もいな

かった。

馬場地区の１名については、特に危険があった

ため23日11時に避難勧告を行った（３月３日に解

除）。

コ　ボランティアの受け入れ

20日、NPO法人都留環境フォーラムからボラ

ンティアの申し出があり、災害対策本部会議で申

し出を受けるかどうかの検討を行った。その結果

受け入れることとし、22日、孤立世帯を解消する

ための除雪や診療所の除雪などを依頼した。翌日

は、保育所の屋根の雪下ろしなどを依頼した。15

名のボランティアが駆け付けて活動した。

ボランティアの受け入れに当たっては、体制が

事前にできておらず、昼食の提供をどうするかな

どとまどう部分があった。事前に体制を整えてお

けば、もっと早く受け入れることができたのでは

ないかとのことだった。

３．考察とまとめ（表）

以上、都留市と道志村の対応を紹介した。別表

に、両市村の事例を、大雪で想定される事象毎に、

求められる応急対応や直面する可能性のある困難

の観点から整理し、今後の対策のあり方を検討し

た結果を示す。

言うまでもなく、両市村では顕在化しなかった

重要な事項はまだ残されていると考えられる。今

後、さらに各地の事例を検討することで、より一

般化した知見とする必要がある。また、道路通行

が困難な状況での火災発生や大地震発生など、よ

り深刻な事態を考慮して対策を検討することも必

要となる。

なお、ここで整理した対策の多くは、雪害固有

のものではなく、広く災害全般に有効なものであ

る。これらの対策の強化は、雪害以外の災害時の

対応力の強化にもつながると考えられる。
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気象庁，2014.2.21， 発達した低気圧による大雪・

暴風雪 平成26（2014）年２月14日～２月19日
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気象庁，2014.3.3，２月の天候

甲府地方気象台，2014.2.17，平成26年２月14

日から15日の大雪に関する山梨県気象速報

都留市，2014.3.14，広報つる　臨時増刊

道志村，2014.3，広報どうし，平成26年３月号

非常災害対策本部，2014.3.6，平成26年（2014年）

豪雪について－２月14日から16日の大雪等の被

害状況等について（26 報）－

表　考察の整理

想定される事象 発生する主な応急対応 直面する困難 対策の例

雪に閉ざされて孤

立したり、移動が

困難となる住民の

発生

　管内の状況把握

　要配慮者の安否確

認

　人工透析患者や急

病人の医療機関への

搬送

　食料、物資（灯油

等）の調達・配布

　住民への情報伝達

　避難勧告・指示及

び避難所の開設

　職員の参集の遅れ

　停電による TV電話

等の使用不能

　食料の調達困難

　灯油の調達困難

　要救助者の搬送手段

や受け入れ先の確保困

難

　住民へのきめ細かな

情報伝達の困難

　避難所開設の困難

　早めの動員

　庁舎近傍職員による初期対

応体制の整備

　電源を使用しない電話機の

保管

　地域単位での安否確認や情

報収集体制の確立

　買いだめの呼びかけ

　孤立長期化が予想される場

合の早めの調達

　雪上車やスノーモービルの

確保

　ヘリポートの優先除雪

　ヘリコプターの要請先や手

続きの確認

　最悪を想定した情報伝達方

法の検討

　避難所の環境整備

通常を超える除雪

需要の発生

　大規模道路除雪に

伴う道路管理者間の

調整

　通学路の除雪

　要配慮者等への除

雪の支援

　国道や都道府県道に

関する情報の入手困難

　燃料調達の困難

　通学路の除雪のため

のマンパワーの確保

　ボランティア受け入

れのとまどい

　住民からの除雪相談

の殺到

　大規模道路除雪を想定した

道路管理者間の協議

　発災時の他道路管理者の拠

点への職員派遣

　自主防災組織の育成

　ボランティアの受け入れ体

制の確立

　相談窓口や広報体制の整備

　雪捨て場など除雪方法の検

討

帰宅困難者、立ち

往生車両の発生

　帰宅困難者のため

の避難所の開設

　帰宅困難者に対す

る情報伝達

　立ち往生車両の排

除

　帰宅困難者のための

避難所開設の困難

　帰宅困難者へのきめ

細かな情報伝達の困難

　立ち往生車両の排除

の困難

　避難所近傍在住職員の動員

体制の整備

　緊急速報メールの案文作成

　排除用牽引車両の確保

　排除した車両の集積場所等

の確保

　大規模道路除雪を想定した

道路管理者間の協議の中での

排除体制の検討
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人間社会を襲う災厄には、地震・津波などの自

然災害が、中には“人災”もある。火災などもそ

うだし、また歴史を振り返ると戦国時代には“合

戦”という戦争も大きな人災だったろう。

織田信長が天下事業を展開する上において、こ

の理想や目的に反対する中国地方の小大名制圧は、

腹心の羽柴秀吉が担当した。中国地方の入り口は

播磨国（兵庫県）だ。玄関と言っていいような入

口に頑張っていたのが、三木城の別所長治（べっ

しょ・ながはる）である。まだ二十歳代だったが、

領民の人望も厚く名君として知られていた。それ

だけに味方する近隣大名が多い。これをまず降伏

させなければ、信長の事業は糸口にもつけない。

期待を持たれた秀吉は三木城攻略に全力を注いだ。

当時はまだ、竹中半兵衛という名軍師がいた。半

兵衛は、

「三木城は落とすのが難しい城です。直接攻撃す

るよりも、兵糧攻めの方がいいでしょう」といっ

た。秀吉はこれを採用した。しかしこの攻略戦の

途中で、竹中半兵衛は死んでしまう。後を引き継

いだのが黒田官兵衛だ。官兵衛は半兵衛と仲が良

かった。そこで半兵衛の兵糧攻めをそのまま引き

継いだ。しかし考えようによってはこれは残酷な

作戦だ。城に籠った将兵にすれば、やはり武器を

取って華々しく敵と戦った方が納得がいく。つま

り武士らしく死ねるからだ。それが食べ物が次第

になくなり、水も飲めなくなって、日干しのよう

にされて死ぬのは屈辱的であり武士として不名誉

だ。その辺の心理の推移を含めて、半兵衛はそう

いう作戦を立てたのだろう。いってみれば「まず、

武士の誇りを叩き潰す」というやり方なのである。

結果としてこの作戦は成功する。食べる物も飲

む水もなくなった三木城内では、ついに城主の別

所長治が秀吉の処に使いを出す。それは、

「三木城に籠る主戦派は、自分と弟の友之、それ

に叔父の別所吉親の三人だった。この三人が切腹

するから、どうか城内の将兵や一般庶民を助命し

ていただきたい」という願書である。秀吉は官兵

衛と相談しこれを承諾した。城の門が開けられ、

続々と籠っていた将兵や一般人が脱出して行った。

別所長治・友之・吉親の三人は、約束通り見事に

腹を切って果てた。

城下町はすでに焼き払われていた。それは食料

や水の搬入などをはっきり監視するためで、展望

をよくするがために焼け野原にしてしまったので

ある。秀吉は自分が非情な作戦をとったことにや

や後ろめたい気持ちを持っていた。そのため、

「一日も早く三木の城下町を復興したい」

と考えた。そこで官兵衛と相談し、「三木の町

の復興は、どうしたらいいだろうか」と相談した。

黒田官兵衛は、

「昔通りの復元ではなく復興としましょう」と応

えた。秀吉は訊く。

「復元でなく復興とは？」官兵衛はこう応える。

人災地域の復興策・羽柴秀吉

作家　童　門　冬　二

連載
講座
第 26 回
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「復元だと、ただ昔どおりの町に戻すということ

です。しかし三木の町は一旦焼けたのですから、

新しい町に作りかえた方がいいとおもいます」

さらにかれは、現在の言葉を使えば次のような

説明をした。

・　復興には、復元だけでなく創造性を加える必

要があること

・　創造性というのは、「新しい町の C・Iを設け

ること」

・　C・Iというのは、単なるコーポレート・ア

イデンティティではなく、コミュニティ・アイ

ディンティティ（地域特性）と呼ばれるような

ものを創造すること

・　それには、旧住民だけでなく新しい住民もど

んどん流入させること

・　しかし、新しい C・Iを創造するにはやはり

金がかかるので、三木に住む住民たちの負担を

軽くすること

などである。しかし、その新しい C・Iをどんな

ものにすればよいか、というのが問題になる。黒

田官兵衛は流入してくる新住民の動態をじっと見

つめた。そのうちに、

「大工が多い」と知った。焼け落ちた町でまず人

間にとって必要なのは何といっても住宅だ。それ

を建てるために、在来の大工たちだけでは足りな

い。それにどこかの国へ逃げ出してしまった者も

いる。代わりに、どんどん需要に応じて新しい大

工が流入していた。この大工たちはそれぞれ道具

を持ってくる。しかし諸国からやって来るので、

その道具にそれぞれの出身地の特性があった。官

兵衛はこれに眼を着けた。

「大工道具をつくる町にしたらどうだろうか」

ということである。大工道具というのは、鉋や

鋸などの鉄製品のことだ。中国山脈には鉄を豊か

に産出する山々が連なっている。原料には困らな

い。官兵衛はそう考えてこれを秀吉に具申した。

秀吉は目を輝かせ、

「よし、それで行こう」と承知した。町の辻に立

札が立てられた。それには秀吉の指示で、

・　三木の町を新しく作り替えたいこと

・　そのために、旧住民の速やかな復帰とさらに

新住民の流入を歓迎する

・　旧住民も新しい住民も、当分の間負担はかけ

ない。地子（住民税や固定資産税）や課役（義

務労働）も当分見送る

・　新しい町の性格として三木を“金物の町に育

てたい”

・　したがって、大工や金物業者たちは、この趣

旨をよくわきまえて大いに頑張ってもらいたい

というようなものである。このすぐ効果を示した。

なにしろ負担が全くないというのだから、こんな

嬉しい地域はない。どんどん人が入ってきた。そ

して黒田が観察した大工たちの持っている道具は、

てんでんばらばらだ。しかし官兵衛は、

「これが、新しい道具を生むきっかけになる」と

思った。その通りだった。鍛冶屋たちは、大工た

ちが次々と持ってくる道具を見て、

「これを一つにまとめてやろう。それが新しい三

木の町の特性になる」と考えた。その通り実行を

はじめた。やがて新しく蘇った三木の町は、

「金物の町。特に大工道具」と言われるようにな

る。そしてこの伝統は後世にまで引き継がれ、現

在でも三木市は“金物の町“として有名だ。この

時秀吉が立てた高札はその後長く保存され、三木

市の住民に次々と替わる権力者に対し、

「これが秀吉公が保証した三木町の特権です」と、

負担軽減を求める物証に使ったという。だから、

当時から秀吉の人気は決して悪くなかった。自分

たちの町を滅ぼした元凶であるにも関わらず、三

木町の住民たちは新しい彼の復興策に賛同し、同

時に自分たちの生きる場を得たからである。
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地域防災実戦ノウハウ（82）

― 広島市土砂災害の教訓と課題　その２ ―

Blog 防災・危機管理トレーニング
（http://bousai-navi.air-nifty.com/training/）

主　宰　日　野　宗　門
（消防大学校　客員教授）

連連 載載

講講 座座

４．広島市の対応と雨量・災害事象・気

象情報等との関係

表２は、本原稿執筆時点（2014年12月26日）で

入手可能な資料（広島市及び広島地方気象台の発

表資料、テレビ報道や新聞記事等）をもとに、広

島市の対応と雨量・災害事象・気象情報等を時系

列表記したものです。なお、「広島市の対応」に

ついては、現時点では詳細が公表されていないた

め限定的であることをご了承ください。

以下では、この表をもとに広島市の置かれた状

況を追体験しながら、問題点・課題を考えていき

ます。

⑴　19日16：03（大雨・洪水注意報発表）時点

①　気象情報及び降雨の状況

19日16：03に大雨・洪水注意報が発表され

ました。「広島県観測情報（Web）」（以下「県

観測情報」と略す）の広島市内68雨量観測局

のデータでは、16：00時点の積算雨量（18日

14：00時から起算（※１））は９箇所で10㎜台

（最大は19㎜）、残り59箇所で０～8.5㎜でし

た（表３参照）。

（※１）　これより前の17日10：00～18日14：00までの

28時間の積算雨量は大部分の観測局で０～１㎜

（最大の観測局で３㎜）とほぼ無降水状況のた

め、18日14：00から起算した。

②　この時点の土砂災害危険度

以下では、土砂災害危険度を下記のア、イ

の指標で判断することにします。

ア　実効雨量（半減期72時間）

広島市では市域を52区域に分け、それぞ

れの区域ごとに警戒基準（自主避難）及び

避難基準（避難勧告）の実効雨量（半減期

72時間）を定めています。警戒基準雨量は

100～160㎜、避難基準雨量は130～170㎜で

設定されています（詳細は広島市ホーム

ページの「土砂災害への対応」を参照）。

イ　土砂災害警戒判定メッシュ情報

気象庁が提供する土砂災害警戒判定メッ

シュ情報は表４のように５つのレベル（数

字は筆者が付した）に分けられています。

消防科学と情報
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表
２
　
広
島
市
土
砂
災
害
に
係
る
各
種
雨
量
（
注
1
）
、
災
害
事
象
、
気
象
情
報
等
、
広
島
市
の
活
動
（
体
制
）
等
の
推
移

日
時
 

1
時
間
・
1
0
分
間
 

雨
量
（
㎜
）
 

（
注
1
）

積
算
雨
量

（
㎜
）
 

（
注
1
）
 

実
効
雨
量
 

（
㎜
）
 

（
注
1
）
 

災
害
事
象
 

気
象
情
報
等
（
広
島
市
対
象
）
 

広
島
市
の
活
動
（
体
制
）
、
避
難
勧
告
 

1
8
日
1
4 

～
 

1
9
日
1
6 

0
.0
 

0
.0
 

1
8
 
 

 
 

1
6-
17
 

0
.0
 

0
.0
 

 
 

1
6
:
0
3
 
大
雨
・
洪
水
注
意
報
 

 

1
7-
18
 

0
.0
 

0
.0
 

 
 

 
 

1
8-
19
 

1
.0
 

1
.0
 

 
 

 
 

1
9-
20
 

5
.0
 

6
.0
 

 
 

 
 

2
0-
21
 

1
9.
0
 

2
5.
0
 

 
 

 
 

2
1-
22
 

6
.0
 

3
1.
0
 

 
 

 2
1
:
2
6
 
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
、
浸
水
害
）
、
洪
水
警
報
 

2
1：
0
0
 
中
・
南
・
西
・
安
芸
消
防
署
に
警
戒
巡
視
を
指
示
⇒
異
常

な
し
（
注
９
）
 

 2
1
：
5
0
 
防
災
情
報
メ
ー
ル
で
大
雨
の
注
意
喚
起
（
注
1
0
）
 

2
2-
23
 

1
7.
0
 

4
8.
0
 

6
4
 
 

2
2：
2
8
 
大
雨
と
落
雷
に
関
す
る
広
島
県
気
象
情
報
第
1
号
（
注
６
）
 
2
2
：
0
0
 
防
災
行
政
無
線
で
大
雨
の
注
意
喚
起
（
注
1
0
）
 

2
3-
24
 

1
.0
 

4
9.
0
 

 
 

2
3
:
3
3
 
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）
へ
切
り
替
え
、
洪
水
警
報
解
除
 
 

2
0
日
 0
-1
 

0
.0
 

4
9.
0
 

6
4
 

0
:
5
7
 
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
）
継
続
、
洪
水
注
意
報
発
表

 

1
.0
 

5
0.
0
 

6
5
 

0
.0
 

5
0.
0
 

6
5
 

0
.0
 

5
0.
0
 

6
5
 

8
.0
 

5
8.
0
 

7
3
 

1
3.
0
 

7
1.
0
 

7
6
 

1
-2
 
2
9.
0
 

7
.0
 

7
8.
0
 

9
2
 

1
:
1
5
 
土
砂
災
害
警
戒
情
報
（
第
１
号
）（
注
７
）
 

1
:
2
1
 
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
、
浸
水
害
）
へ
切
り
替
え
、
洪
水
警

報
発
表
 

1
:
4
9
 
大
雨
と
落
雷
に
関
す
る
広
島
県
気
象
情
報
第
２
号
（
注
８
）
 

  1
:
3
2
 
防
災
情
報
メ
ー
ル
で
土
砂
災
害
へ
の
注
意
喚
起
（
注
1
0
）（
注

1
1）
 

1
:
3
5
 
広
島
市
災
害
警
戒
本
部
、
安
佐
南
区
・
安
佐
北
区
・
佐
伯
区

災
害
警
戒
本
部
設
置
 
（
5
6
9
 
人
体
制
）
（
注
９
）
 

1
4.
0
 

9
2.
0
 

1
06
 

1
0.
0
 

1
02
.0
 

1
16
 

7
.0
 

1
09
.0
 

1
23
 

1
8.
0
 

1
27
.0
 

1
41
 

2
1.
0
 

1
48
.0
 

1
62
 

2
-3
 
9
2.
0
 

2
2.
0
 

1
70
.0
 

1
83
 

○
２
時
頃
か
ら
「
家
の
中
に
水
が
入
っ
て
き
た
」
な
ど
の
1
1
9
通
報

入
り
始
め
る
（
注
２
）
 

○
時
間
を
経
ず
し
て
通
報
が
殺
到
状
況
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
時
間
帯
の
通
報
は
、
家
屋
浸
水
、
道
路
冠
水
等
で
あ

り
、
人
命
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
（
注
３
）
 

    2
:
4
1
 
防
災
情
報
メ
ー
ル
で
大
雨
の
注
意
喚
起
（
注
1
0
）
 

2
:
5
0
 
防
災
行
政
無
線
で
大
雨
の
注
意
喚
起
（
注
1
0
）

1
6.
0
 

1
86
.0
 

1
99
 

1
8.
0
 

2
04
.0
 

2
17
 

1
9.
0
 

2
23
.0
 

2
36
 

2
5.
0
 

2
48
.0
 

2
61
 

3
0.
0
 

2
78
.0
 

2
91
 

3
-4
 
1
15
.0
 

7
.0
 

2
85
.0
 

2
97
 

○
３
時
か
ら
３
時
間
に
6
0
0
件
の
1
1
9
通
報
が
殺
到
（
注
３
）
 

○
３
：
21
に
最
初
の
生
き
埋
め
救
助
要
請
（
11
9
）
。
以
降
、
救
助
要

請
が
殺
到
（
注
４
）
 

○
３
時
過
ぎ
か
ら
、
安
佐
南
区
、
安
佐
北
区
で
停
電
が
頻
発
（
注
５
）

   3
:
3
2
 
大
雨
警
報
（
土
砂
災
害
、
浸
水
害
）
・
洪
水
警
報
継
続
 

 3
:
4
9
 
記
録
的
短
時
間
大
雨
情
報
（
第
1
号
）
 

   3
:
3
0
 
広
島
市
災
害
対
策
本
部
（
第
１
次
体
制
）
、
安
佐
南
区
・
安

佐
北
区
災
害
対
策
本
部
（
第
１
次
体
制
）
設
置
 
（
1
,
7
8
0
 
人
体

制
）
（
注
９
）
 

4
-5
 

2
.0
 

2
87
.0
 

 
4
:
1
5
頃
 
安
佐
北
区
５
地
区
に
避
難
勧
告
（
注
1
2
）
 

4
:
3
0
頃
 
安
佐
南
区
４
地
区
に
避
難
勧
告
（
注
1
2
）
 

5
-6
 

0
.0
 

2
87
.0
 

 
 

5
:
2
5
頃
 
安
佐
北
区
1
0
地
区
に
避
難
勧
告
（
注
1
2
）
 

注
１
：
雨
量
は
、
今
回
の
豪
雨
で
最
大
の
積
算
雨
量
（

18
日

14
：

00
～

20
日

6：
00
）
を
記
録
し
た
被
災
地
内
の
県
設
置
観
測
局
（
上
原
：
安
佐
北
区
）
の
値
。
実
効
雨
量
（
半
減
期

72
時
間
）
は

8
月

11
日

0
時
以
降
の
雨
量
を
用
い
て
算
出
し
た
。

№119 2015（冬季）
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な
お
、
2
0
日
1
：
0
0
～
４
：
0
0
の
1
0
分
刻
み
の
実
効
雨
量
（

n：
1
0
、

n：
2
0
、

n：
3
0
、

n：
4
0
、

n：
5
0
）
は
、

n：
0
0
時
点
で
求
め
た
実
効
雨
量
に
1
0
分
間
雨
量
を
単
純
加
算
し
て
求
め
た
。

注
２
：
「
暗
闇
に
牙
む
く
土
石
流
・
・
広
島
1
8
人
死
亡
1
3
人
不
明
」
、
読
売
新
聞
大
阪
本
社
版
、
2
0
1
4
年
８
月
2
0
日
 

注
３
：
「
広
島
土
砂
災
害
、
そ
の
と
き
何
が
 
未
明
の
６
時
間
」
、
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
、
８
月
2
7
日
(
水
)
７
時
2
6
分
配
信
。
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
 

 
警
防
課
の
水
落
課
長
が
消
防
局
に
着
い
た
の
は
午
前
２
時
ご
ろ
。
そ
こ
で
、
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
状
況
に
直
面
し
た
。
通
報
が
鳴
り
や
ま
な
い
の
だ
。
・
・
・
・
・
 

 
2
0
日
午
前
３
時
2
1
分
。
通
信
指
令
室
に
、
そ
れ
ま
で
の
道
路
冠
水
な
ど
の
通
報
と
は
異
な
る
音
色
の
サ
イ
レ
ン
が
響
い
た
。
 

 
キ
ュ
イ
ン
キ
ュ
イ
ン
キ
ュ
イ
ン
―
―
。
人
命
に
関
わ
る
救
助
出
動
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
甲
高
い
音
。「
男
の
子
２
人
が
生
き
埋
め
に
な
っ
た
」
。
水
落
課
長
は
一
瞬
、
動
き
を
止
め
た
。「
つ
い
に
来
た
か
」
。
事
態
は
異
な
る
局
面
に
入
っ

た
。

注
４
：

N
H

K
ス
ペ
シ
ャ
ル
「
緊
急
報
告
 
広
島
 
同
時
多
発
土
砂
災
害
」
、
2
0
1
4
年
８
月
2
2
日
（
金
）
放
送
。
 

な
お
、

N
H

K
 

N
E

W
SW

E
B
「
基
準
の
雨
量
超
え
た
の
に
避
難
勧
告
出
さ
ず
」
（
８
月
2
1
日
 
４
時
0
8
分
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

午
前
３
時
2
1
分
に
は
安
佐
南
区
山
本
地
区
で
「
土
砂
災
害
で
２
人
が
生
き
埋
め
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
1
1
9
番
通
報
が
あ
っ
た
ほ
か
、
そ
の
お
よ
そ
1
0
分
後
に
は
別
の
地
区
か
ら
「
女
性
が
土
石
流
に
流
さ
れ
た
」
と
い
う
通
報
も
寄
せ
ら
れ
、

土
砂
災
害
が
各
地
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
も
把
握
し
て
い
ま
し
た
。
 

注
５
：
1
0
分
を
超
え
る
停
電
を
対
象
と
し
た
場
合
。
出
典
は
中
国
電
力
の
８
月
2
0
日
の
停
電
資
料
（
８
月
2
3
日
1
6
：
1
9
更
新
）
。
 

注
６
：
広
島
地
方
気
象
台
資
料
。
な
お
、
こ
の
気
象
情
報
第
1
号
で
の
「
雨
の
予
想
」
は
次
の
と
お
り
。
 

1
9
日
に
予
想
さ
れ
る
１
時
間
降
水
量
は
、
多
い
所
で
南
部
、
北
部
と
も
に
4
0
ミ
リ
、
1
9
日
2
1
時
か
ら
2
0
日
2
1
時
ま
で
の
2
4
時
間
降
水
量
は
、
多
い
所
で
南
部
、
北
部
と
も
に
1
0
0
ミ
リ
 

注
７
：
土
砂
災
害
警
戒
情
報
第
１
号
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。
 

【
警
戒
対
象
地
域
】
 
広
島
市
 
廿
日
市
市
 

 
 
 
【
警
戒
文
】
 
＜
概
況
＞
 
降
り
続
く
大
雨
の
た
め
、
警
戒
対
象
地
域
で
は
土
砂
災
害
の
危
険
度
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜
と
る
べ
き
措
置
＞
 
崖
の
近
く
な
ど
土
砂
災
害
の
発
生
し
や
す
い
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
早
目
の
避
難
を
心
が
け
る
と
と
も
に
、
市
町
か
ら
発
表
さ
れ
る
避
難
勧
告
等
の
情
報
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜
補
足
情
報
＞
 
危
険
度
の
分
布
は
、
イ
ン
タ
一
ネ
ッ
ト
で
確
認
で
き
ま
す
。
(
「
広
島
県
土
砂
災
害
危
険
度
情
報
」
、
「
気
象
庁
土
砂
災
害
警
戒
判
定
メ
ッ
シ
ュ
情
報
」

)
な
お
、
注

4の
出
典
（

N
H

K
ス
ペ
シ
ャ
ル
）
に
よ
れ
ば
、
広
島
地
方
気
象
台
は
、
「
今
後
、
雨
が
さ
ら
に
強
ま
る
」
と
判
断
し
土
砂
災
害
警
戒
情
報
を
発
表
し
た
と
の
こ
と
。

注
８
：
広
島
地
方
気
象
台
資
料
。
こ
の
気
象
情
報
第
2
号
で
の
「
雨
の
予
想
」
は
次
の
と
お
り
。
な
お
、
こ
の
気
象
情
報
の
F
A
X
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
避
難
勧
告
の
発
令
の
遅
れ
に
影
響
し
た
の
で
は
な
い
か
と
マ
ス
コ
ミ
が
報
じ
た
。
 

2
0
日
に
予
想
さ
れ
る
１
時
間
降
水
量
は
、
多
い
所
で
南
部
、
北
部
と
も
に
7
0
ミ
リ
、
2
0
日
0
0
時
か
ら
2
1
日
0
0
時
ま
で
の
2
4
時
間
降
水
量
は
、
多
い
所
で
南
部
、
北
部
と
も
に
1
2
0
ミ
リ
 

注
９
：
広
島
市
：
平
成
2
6
年
８
月
1
9
日
か
ら
の
豪
雨
災
害
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
８
月
2
0
日
1
1
時
現
在
）
 

注
1
0
：
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
2
0
1
4
：
広
島
土
砂
災
害
 
判
断
迷
い
、
行
動
遅
れ
 
市
「
自
主
避
難
期
待
し
た
」
」、
毎
日
新
聞
、
2
0
1
4
年
0
8
月
2
3
日
。
 

注
1
1
：
広
島
市
 
緊
急
情
報
R
S
S
（
2
0
1
4
年
８
月
2
0
日
３
時
3
2
分
3
0
秒
）
で
は
、
以
下
の
注
意
喚
起
情
報
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
 

＜
大
雨
に
関
す
る
注
意
喚
起
に
つ
い
て
＞

現
在
、
広
島
市
に
土
砂
災
害
警
戒
情
報
が
発
表
さ
れ
、
土
砂
災
害
発
生
の
危
険
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
降
雨
で
、
土
壌
が
か
な
り
緩
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
少
し
の
降
雨
で
も
が
け
崩
れ
な
ど
の
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
崖
の
近
く
な
ど
土
砂
災
害
の
発
生
し
や
す
い
地
区
に
お
住
ま
い
の
方
は
、
異
常
を
感
じ
た
場
合
、
早
め
の
避
難
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
河
川
が
増
水
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
後
の
気
象
状
況
に
十
分
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
 
な
お
、「
広
島
市
 
平
成
2
6
年
８
月
1
9
日
か
ら
の
豪
雨
災
害
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
８
月
2
0
日
1
1
時
現
在
）
」
に
よ
れ
ば
、
市
民
へ
の
情
報
提
供
は
、
８
月
2
0
日
1
1
時
現
在
で
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
・
防
災
情
報
メ
ー
ル
に
よ
る
配
信
 
⇒
 
2
0
回

 
 
・
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
放
送
 
 
⇒
 
2
0
回

 
 
・
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

Tw
itt

er
･
fa

ce
bo

ok
へ
の
掲
載
 
⇒
 
各
1
5
回

注
1
2
：
広
島
市
避
難
勧
告
・
避
難
指
示
情
報
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表３　広島市内68雨量観測局における積算雨量・実効雨量（注）

観測局 区 /日時
積算雨量（18日14：00～） 実効雨量（半減期72時間）

19日 20日 19日 20日
16:00 23:00 1:00 2:00 3:00 4:00 16:00 23:00 1:00 2:00 3:00 4:00

江波 中区 0 60 61 61 70 70 9 68 67 67 75 74 
広島（気） 中区 0 65 68 68 77.5 78.5 10 74 76 75 84 84 
広島（国） 中区 0 11 13 14 23 23 9 19 21 22 30 30 
牛田早稲田 東区 1 66 68 70 84 85 13 77 77 79 92 92 
中山新町 東区 0 49 52 53 68 68 14 62 64 64 79 78 
温品（国） 東区 0 17 20 24 46 47 15 30 33 36 58 59 
福木 東区 0 39 41 41 53 53 13 51 52 51 63 62 
西部建設 南区 0 56 59 59 64 64 11 66 68 67 71 71 
楠那 南区 0 38 40 40 40 40 10 47 48 47 47 46 
井口台 西区 2 83 83 99 143 155 11 90 89 104 147 157 
己斐 西区 1 56 56 71 116 160 17 70 69 83 127 170 
吉山（国） 安佐南区 10 13 57 85 86 86 61 60 103 130 130 129 
戸山（国） 安佐南区 11 14 45 77 77 77 69 67 97 128 127 125 
奥畑 安佐南区 7 22 32 84 93 96 49 61 69 121 129 130 
瀬戸内ハイツ 安佐南区 2 23 25 75 110 136 28 47 48 98 132 156 
祇園山本 安佐南区 1 66 67 92 147 176 26 88 88 112 166 193 
相田（国） 安佐南区 0 29 29 61 107 141 24 51 50 82 127 160 
毘沙門台（国） 安佐南区 1 24 25 57 109 166 21 42 42 74 125 181 
高瀬（国） 安佐南区 1 27 29 50 137 216 21 45 46 67 153 231 
宇賀 安佐北区 3 4 22 24 24 24 61 58 75 76 75 75 
くすの木台（国） 安佐北区 11 13 26 71 72 72 66 64 75 120 120 118 
沢田（国） 安佐北区 3 6 34 54 54 54 67 65 92 111 110 109 
小河内（国） 安佐北区 5 10 65 66 66 66 67 68 121 121 120 119 
久地 安佐北区 6 13 20 64 71 72 51 55 61 104 110 110 
小河内 安佐北区 4 7 31 64 64 64 65 63 86 118 117 116 
飯室（国） 安佐北区 5 6 12 61 64 64 46 44 49 98 100 99 
日浦 安佐北区 2 10 16 54 74 86 37 42 47 85 104 115 
鈴張（国） 安佐北区 3 4 14 61 63 64 45 43 52 99 100 100 
片廻山 安佐北区 3 5 18 47 48 49 45 44 56 84 84 85 
勝木 安佐北区 1 7 14 56 69 79 41 45 51 92 104 113 
綾ヶ谷 安佐北区 2 5 10 52 62 66 40 40 44 86 95 98 
南原（国） 安佐北区 1 7 15 51 110 162 26 30 37 73 131 182 
堂免橋 安佐北区 1 10 19 56 108 145 30 37 45 81 133 168 
上原 安佐北区 0 48 49 78 170 285 18 64 64 92 183 297 
大林（国） 安佐北区 0 17 21 46 128 224 17 33 36 61 142 237 
安佐北区役所 安佐北区 0 38 43 69 154 256 15 51 55 81 165 266 
高陽 安佐北区 1 54 57 75 100 113 19 70 72 89 113 125 
三入（気） 安佐北区 0 29 35 63 143 244 18 46 51 78 158 257 
三入東 安佐北区 0 40 43 67 157 278 16 54 56 80 169 288 
深川（国） 安佐北区 2 25 27 47 90 115 22 43 44 64 106 130 
狩留家 安佐北区 1 26 27 27 40 40 25 48 48 48 60 60 
狩留家（国） 安佐北区 0 9 9 12 30 31 24 31 31 34 51 52 
白木山 安佐北区 2 36 37 49 90 108 19 51 51 63 103 120 
市川（国） 安佐北区 2 29 31 42 94 112 27 52 53 63 114 131 
三田 安佐北区 0 21 21 24 41 42 26 45 44 47 63 64 
白木（三日市） 安佐北区 1 21 21 21 43 51 18 37 36 36 57 65 
白木 安佐北区 1 25 25 25 46 58 12 35 35 34 55 66 
井原 安佐北区 1 26 28 28 67 93 14 38 39 39 77 103 
白木（国） 安佐北区 0 0 0 0 11 28 14 13 13 13 24 40 
安芸区役所 安芸区 0 21 21 21 22 22 12 32 31 31 32 31 
瀬野川 安芸区 0 19 20 20 20 20 11 29 30 30 29 29 
立石 安芸区 0 25 25 25 25 25 18 42 41 40 40 40 
景浦 安芸区 1 4 4 4 5 5 19 20 20 20 21 21 
阿戸 安芸区 0 1 1 1 1 1 16 16 16 16 16 15 
上瀬野 安芸区 1 2 2 2 2 2 14 14 14 14 14 14 
大谷（国） 佐伯区 19 23 46 46 46 46 85 83 104 103 102 101 
赤土地（国） 佐伯区 13 17 24 24 24 24 83 82 87 86 85 85 
菅沢 佐伯区 13 16 52 52 52 52 82 79 114 113 112 111 
重光 佐伯区 8 11 81 88 88 88 73 71 140 146 144 143 
佐伯湯来（気） 佐伯区 8.5 13.5 34 34 34 34 75 75 94 93 92 91 
湯来（国） 佐伯区 10 15 43 43 43 43 73 73 99 98 97 96 
杉並台 佐伯区 15 19 82 98 98 98 73 72 133 148 147 145 
五日市観音 佐伯区 6 46 47 95 104 110 19 58 57 105 113 118 
彩が丘 佐伯区 7 31 33 89 106 113 42 63 64 120 135 141 
魚切ダム 佐伯区 12 22 50 97 102 102 57 63 90 136 140 139 
石内（国） 佐伯区 6 12 16 57 77 84 44 47 50 91 110 116 
梶毛ダム 佐伯区 3 24 25 67 99 109 34 52 52 94 125 134 
五月が丘 佐伯区 2 81 82 120 160 171 16 92 92 129 168 177 

（注）広島県観測情報（Web）をもとに作成した。なお、実効雨量は８月11日０時以降の雨量を用いて算出した。その際、欠測値
は０としたが、三入（気）は気象庁データを用いた。
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表４　土砂災害警戒判定メッシュ情報における土砂災

害危険度

土砂災害

危険度

レベル

（注）
内　　容

高い ５
実況で土砂災害警戒情報の基準

を超過

４
予想で土砂災害警戒情報の基準

を超過

３
実況または予想で大雨警報の土

壌雨量指数基準を超過

２
実況または予想で大雨注意報の

土壌雨量指数基準を超過

低い １
実況または予想で大雨注意報の

土壌雨量指数基準未満

（注）レベルの数字は筆者が付した。

表５は、これらの指標からみた19日16：00時点

の土砂災害危険度の内容です。この表から判断す

ると、注意は必要であるが差し迫っての土砂災害

危険はないと言えます。

表５　19日16：00時点の土砂災害危険度

指　標 土砂災害危険度

実効雨量（半減

期72時間）

19日16：00時点の実効雨量の最

大値は85㎜であり、広島市の定め

る警戒基準雨量に達していません

（表３）。

土砂災害警戒判

定メッシュ情報

（注）

19日16：00時点では、レベル２

のメッシュが広島市北西部に２箇

所出現しています。

（注）　「８月20日に発生した広島市土砂災害の概要」

（総合的な土砂災害対策検討第１回ワーキンググ

ループ資料２、内閣府、2014年12月４日）

③　広島市の対応

差し迫った土砂災害発生危険はありません

が、大雨注意報は「大雨による災害が発生す

るおそれがあると予想したとき」に発表され

ることから、今後の推移に注意する必要があ

ります。手元資料では確認できませんが、当

然に広島市はこの注意報の発表に沿った措置

を取ったものと思われます。

⑵　19日16：03～19：00頃

①　気象情報及び降雨の状況

この間は広島市内の降雨は小康状態であり、

⑴の状況から大きな変化はありません（前回

表１参照）。

②　この時点の土砂災害危険度

⑴の状況から大きな変化はありません。

③　広島市の対応

この間に広島市は退庁時刻を迎えています。

広島市の場合、消防局に危機管理部局が置か

れていることから消防署員による体制は整っ

ていたと判断できます。一方、避難所開設や

避難者対応を担当する区役所がどのような体

制を敷いたかは手元資料だけでは不明です。

⑶　19日19：00頃～23：00頃

①　気象情報及び降雨の状況

19：00頃～23：00頃は、南西から北東に伸

びた線状降水帯が広島市の南西部・中部を中

心に局所的に30～40㎜ /h 程度の雨を降らせ、

この４時間の積算雨量が80㎜前後となるとこ

ろも出てきました。また、この雨は今回の被

災地（安佐南区、安佐北区）周辺にもある程

度まとまった雨量をもたらしました（表３参

照）。

このような経過の中で21：26に大雨警報

（土砂災害、浸水害）及び洪水警報が発表され、

さらに22：28に大雨と落雷に関する広島県気

象情報第１号が発表されました。この気象情

報第１号での「雨の予想」は、「19日に予想

される１時間降水量は、多い所で南部、北部

ともに40ミリ、19日21時から20日21時までの

24時間降水量は、多い所で南部、北部ともに

100ミリ」というものでした。

消防科学と情報
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②　この時点の土砂災害危険度

表６から、19日23：00時点では土砂災害危

険が顕在化するレベルではありませんが危険

度は上昇したことがわかります。大雨・洪水

警報の発表や広島県気象情報第１号を参考に

すると、警戒心をもって注視する必要が出て

きたといえます。

表６　19日23：00時点の土砂災害危険度

指　標 土砂災害危険度

実効雨量（半減

期72時間）

19：00～23：00にまとまった

降雨のあった地域で増大し、実効

雨量の最大値は90㎜となりました

（表３）。しかし、市の警戒基準雨

量には達していません。

土砂災害警戒判

定メッシュ情報

（注）

レベル３のメッシュが被災地近

辺に数か所出現しました。16：00

時点より危険度が上昇したことが

わかります。

（注）　「８月20日に発生した広島市土砂災害の概要」

（総合的な土砂災害対策検討第１回ワーキンググ

ループ資料２、内閣府、2014年12月４日）

③　広島市の対応

①、②の状況推移を受け、広島市（消防

局）は21：00に中・南・西・安芸消防署に警

戒巡視を指示しました。しかし、21：00時点

までの雨量レベル（前回表１参照）では災害

危険は顕在化するには至らず、巡視結果は

「異常なし」と報告されています。この段階

での対応は適切であったと言えます。

21：26発表の大雨・洪水警報はテレビやラ

ジオでも放送されたと思いますが、警報発表

を受け広島市は21：50に防災情報メール（※２）、

22：00に防災行政無線で注意喚起を行い、そ

の際に「危険を感じた時は速やかに避難行動

するよう」併せて呼びかけました（※３）。

このような状況から、この大雨・洪水警報

には少なくない広島市民が接し、また、「危

険を感じた場合の自主避難」の呼びかけを聞

いた人もいたと推測されます。

上述の広島市の対応は、②のア、イなどか

ら判断される土砂災害危険度及び夜間である

こと等を考慮した結果と思われます。筆者は

この段階での広島市の対応は妥当であったと

考えます。

（※２）　「防災情報メール」は広島市が2005年に開始

したもので、あらかじめ登録された携帯電話や

パソコンに、避難勧告等の緊急かつ重要な防災

情報等を電子メールにより配信するシステム。

８月20日午前０時の登録は56,376件（市人口の

4.7％）であった。

（※３）　「クローズアップ2014：広島土砂災害　判断

迷い、行動遅れ　市「自主避難期待した」」、毎

日新聞、2014年８月23日

⑷　19日23：00頃～20日１：00頃

①　気象情報及び降雨の状況

線状降水帯は23時台に入ると弱まり、広島

市のほぼ全域で降雨は小康状態となりました。

そして、23：33に大雨警報（土砂災害、浸水

害）は大雨警報（土砂災害）へ切り替えられ、

洪水警報は解除されます。

しかし、線状降水帯は20日０時前から再び

広島市西部方面に出現し、０：00～１：00に

は広島市西部に60㎜ /h 程度の豪雨をもたら

しました。

このような状況の中で、一旦解除されてい

た洪水予警報が０：57に洪水注意報として発

表されました。

②　この時点の土砂災害危険度

表７から、線状降水帯により０：00～１：

00に豪雨となった広島市西部方面を中心に土

砂災害危険度が上昇しており（ただし、今回

の被災地のレベルは低い）、線状降水帯の動

向次第で土砂災害危険度が急激に高まる事態

が心配される状況になってきました。
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表７　20日１：00時点の土砂災害危険度

指　標 土砂災害危険度

実効雨量（半減

期72時間）

６観測局で実効雨量が100㎜を

超え、最大の実効雨量は140㎜とな

り、市の警戒基準雨量に接近ある

いは突破してきています。

土砂災害警戒判

定メッシュ情報

（注）

広島市西部方面でレベル４のメ

ッシュが急増しています。しかし、

今回の被災地のレベルは１～２と

なっています。

（注）　「８月20日に発生した広島市土砂災害の概要」

（総合的な土砂災害対策検討第１回ワーキンググ

ループ資料２、内閣府、2014年12月４日）

③　広島市の対応

手元資料ではわかりませんが、おそらく広

島市は線状降水帯の動向と降雨状況の監視、

市民からの通報状況などに注意を払っていた

ものと思われます。

この段階に至り、すべての関係者が表７に

示した土砂災害危険度等を正しく認識し、一

段と緊張感を高めて事態に備える必要が出て

きたと言えます。例えば、防災情報メール等

で状況の切迫性を認識し、その後の事態の急

変に備え待機（スタンバイ）するといったこ

とです。実際はどうであったか気になるとこ

ろです。

（以下、次号に続く）
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１　はじめに

近年は、DIY（Do it yourself）という言葉が定

着し、専門業者に頼らずに、自分で自宅の内装設

置や修理をすることも一般的となり、また、ホー

ムセンター等でも容易に住宅用設備を購入するこ

とが可能となっているが、一方、不適切な施工方

法に起因する火災事案も発生しており、施工者の

注意だけでなく、メーカー側からの適正な施工方

法の指示も重要となってくるところである。

本件火災は本来壁面に設置するはずの洗面化粧

台を、メーカー側では想定していなかった窓枠に

設置したため出火に至った事例であり、メーカー

と合同の鑑識見分及び指導の結果、取扱説明書へ

の注意書の追加等の改善に至った事例である。

２　火災の概要

⑴　出火日時

平成20年11月　16時頃

⑵　出火場所

千葉市内 一般住宅脱衣所内

⑶　火災種別

建物火災

⑷　焼損程度

ぼや

⑸　被害状況

人的被害：なし

物的被害：洗面化粧台１基焼損、内壁および

窓枠若干焼損

⑹　気象状況

天候：晴　風向：北東　風速：４m　

相対湿度59％　実効湿度67％

気温：16℃　気圧：1019hPa　

警報・注意報なし

３　発見時の状況　

⑴　居住者は、出火当時は電気ストーブを脱衣

所の床に置き、スイッチを「850Ｗ」に合わせ、

電源コードを洗面化粧台のコンセントに差して

温風を出した状態で放置していた。

⑵　７～８分程度経つと、焦げ臭さを感じたため

脱衣所を確認したところ、洗面化粧台のコンセ

ントから30cm 程度の炎が上がっていた。

⑶　風呂場の洗面器で浴槽のお湯を汲んで、消火

したところ、すぐ消えた

⑷　洗面化粧台は７年前にホームセンターで購入

したものを自分で設置した。

４　見分状況

⑴　現場の状況

現場は一般住宅の風呂場の脱衣所内であり、

壁面に設置されている洗面化粧台が焼損してい

る（写真①）

◇火災原因調査シリーズ (75)・配線火災

洗面化粧台の配線が結露により出火に至った事例

千葉市消防局予防部予防課
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洗面化粧台は向かって右側中段のトレーが焼損

し、洗面化粧台右上方のクロスには煤が付着して

いる。（写真②）

焼損したトレーにはスイッチパネルが設置され

ており、スイッチパネルのコンセントにはトリプ

ルタップが接続されている。（写真③）

トリプルタップには電動歯ブラシと電気ストー

ブ（850W）が接続されているが、トリプルタッ

プおよび各機器のプラグには溶融等は認められな

い。（写真④、⑤）

写真①　焼損した洗面化粧台

写真②　トレー部分の焼損状況

写真③　トリプルタップ

写真④　電気ストーブ及び電動歯ブラシの接続状態

写真⑤　各機器のプラグ部分
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また、壁付けコンセントに接続された、洗面化

粧台本体の電源コード・プラグに焼損は認められ

ない。（写真⑥）

洗面化粧台を壁面から取り外すと、背面は腰高

窓となっており、窓枠には洗面化粧台を木ネジで

固定するための板２枚が取付けられている。２枚

の板の内、右側の板の上方は炭化しており、さ

らにその上方の壁には煤が付着している。（写真

⑦）

洗面化粧台の詳細な見分についてはメーカーの

立会・配線図等の準備が必要と考え、日時を改め

て実施することとした。

⑵　メーカー立会による鑑識見分

発災から約１ヶ月後、洗面化粧台を詳細に見

分するため、消防署において、メーカー担当者

の立会いの下、鑑識を実施した。

①　正面からの外観

正面から見分すると、洗面化粧台は中央に

鏡が設置され、鏡の左右にそれぞれ３段の洗

面用具のトレーが設置されており、向かって

右側の下段のトレーのみ扉が設置され、歯ブ

ラシ入れとなっている。上段のトレー上方に

は左右とも照明の電球が取り付けられている。

右側中段の洗面用具トレー付近は焼損・溶

融しており、一部焼け抜けて、後方が見通せ

る。また焼け抜け箇所の左端から下方に向

かってスイッチ２基とコンセント１口が並ん

だパネルが溶融・変形し垂れ下がっている。

右側上段の洗面用具トレーおよび照明電球

には煤が付着しているが原形をとどめている。

（写真⑧）

焼け抜け箇所であるトレー付近には、被覆

が炭化した配線が複数本認められる。配線を

至近で見分すると、一部断線しており、断線

箇所には溶融痕が複数確認できる。（写真⑨、

⑩）

なお、正面側の他の箇所に焼損は認められ

ない。

写真⑥　洗面化粧台のプラグ部分

写真⑦　洗面化粧台が設置されていた腰高窓

写真⑧　洗面化粧台正面側
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②　背面からの外観　　

洗面化粧台を背面から見分すると、向かっ

て左側上方が焼損・溶融し一部炭化しており、

焼損箇所の下端は焼け抜け、前方が見通せる

状態である。（写真⑪）

メーカーの説明によると、この部分はス

イッチ類の裏側にあたり、窪んでいて、余分

な配線類を束ねて収納するスペースになって

いるとのことである。（写真⑫、⑬）

写真⑨　トレー部分の焼け抜け箇所

写真⑩　トレー部分の配線の溶融痕

写真⑪　洗面化粧台背面側

写真⑫　トレー部分の焼け抜け箇所

写真⑬　スイッチ部裏側の配線収納スペース（同型品）
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中央には鏡の曇り止めヒーターが設置され

ており、配線が曇り止めヒーターの下端から

左上方の焼け抜け箇所付近に伸びている。

左側下方からは電源コードが焼け抜け箇所

付近まで伸びている。（写真⑪）

③　配線の状況

配線の状態を詳細に見分するため、洗面化

粧台本体から配線を取り外し、立会者から

提供された配線図を基に見分を進める。（図

１）（写真⑭）

写真⑭　配線を展開した状況

図１　配線図
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取り外した配線を鑑識シート上に広げ見分

すると、電源コードには２つの閉端接続子

｛CE－５（５本）・CE－５（４本）｝が接続

され、ここから各配線に分岐されている。

電源コードは閉端接続子 CE－５（５本）・

CE－５（４本）から電源側へ向かって約６

cmの位置までの被覆が溶融し芯線が露出し

ている。

閉端接続子 CE－５（５本）からコンセン

トおよび曇り止めヒータースイッチ・照明ス

イッチに伸びる３本の配線が断線しており、

それぞれの断線箇所には電気痕が認められる。

また、右側照明のレセクタプルに伸びる配線

のみ原形をとどめている。閉端接続子と配線

の接続状態を確認すると、緩みは認められな

い。（写真⑭、⑮）

閉端接続子 CE－５（４本）からコンセン

トおよび曇り止めヒータースイッチ・照明ス

イッチに伸びる３本の配線も断線しており、

このうち１本には電気痕が認められるが、こ

れがコンセント・曇り止めヒータースイッ

チ・照明スイッチのいずれの配線であるかは

判別できない。（写真№⑭、⑮）

また、閉端接続子 CE－５（４本）の配線

接続部には緑青が認められ、閉端接続子と配

線の接続状態を確認すると、若干の緩みが認

められる。（写真⑯、⑰）

閉端接続子 CE－５（５本）と閉端接続子

CE－５（４本）を、並べて見分すると、配

線を束ねた場合、それぞれの電気痕の位置は

ほぼ隣り合うことがわかる。（写真⑮、⑯）

５　出火原因の検討

関係者の火災発見時の供述および、焼き状況か

ら、出火箇所は、洗面化粧台右側中央トレー付近

と考えられ、この付近での出火原因としては電気

配線が考えられることから以下検討する。

⑴　洗面化粧台を本来設置しない窓枠に設置して

いる事実があり、結露の影響を受けやすい状態

であったことが推察される。

⑵　配線に断線が認められる閉端接続子 CE－５

（４本）および 閉端接続子 CE－５（５本）

はいずれもスイッチパネルのコンセント部分に

写真№⑮　断線箇所

写真⑯　断線箇所に認められる溶融痕

写真№⑰　閉端接続子 CE－５（４本）の配線接続部
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つながっており、電気ストーブ（850W）の使

用により電流が流れる箇所であることがわかる。

⑶　閉端接続子の配線接続部には緑青の発生及び

緩みが認められ、長期間にわたり、水分の付着

の影響を受け、配線被覆及び芯線の劣化が進行

していたことがうかがえる。

⑷　メーカーからの説明によると、通常、閉端接

続子 CE－５（４本）および 閉端接続子 CE－

５（５本）に接続されている配線はともに結束

バンドで束ねてスイッチパネル裏側の凹部分に

収納されている状態である。

⑸　閉端接続子 CE－５（４本）および 閉端接

続子 CE－５（５本）に接続されている配線そ

れぞれに１箇所ずつ認められる溶融痕は、上記

⑷の通り結束バンドで束ねられていたと仮定し

た場合、隣接する状態になっていたことが推察

される。

以上検討の結果、本件火災の出火原因は、本来

壁面に設置するはずの洗面化粧台を窓枠に設置し

たため、長期間に渡り結露の影響を受けることと

なり、水分の付着によって配線の劣化が促進され、

芯線が腐食によって減線していた状態で電気ス

トーブが使用されたことにより発熱し、被覆が溶

融、短絡し出火に至ったものと考察する。

６　再発防止策

メーカー側からは、これまで本件のような事故

事例および設置事例の報告がなかった事を踏まえ、

次の２点が再発防止策として提示された。

①　取扱説明書及び据付工事説明書に「窓の所に

ミラーパネルを設置しないでください」との警

告表示を記載する。（図２）

②　万が一、今回と同様に結露による水分の影響

を受けた場合であっても、配線の発熱を軽減し、

異極の配線が接触しにくくなるように、スイッ

チパネル背面側凹部分に収納していた配線を結

束バンドで束ねないようにする。（図３）

７　おわりに

本事案は、本来設置すべきでない窓枠に洗面化

粧台を設置したために火災に至ったものであるが、

もともと湿度の高い脱衣所などに設置することを

想定して設計されている製品であっても、長期間

の結露による水分の付着はメーカーの想定を超

え、配線が耐えられなかった事実から、電気製品

をメーカー推奨しない方法で使用することの危険

性をあらためて認識するとともに、メーカー側が

今回の調査を受け再発防止策を講じたことにより、

火災原因調査本来の目的である「類似火災防止」

につなげることができたものと思慮する。

図２　据付工事説明書の警告表示

図３　配線収納方法の変更
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○　平成23年３月11日に発生した東日本大震災で

は、近親者や友人を亡くされた方、長期間慣れ

ない避難生活を強いられた方、被災地で救援活

動にあたった自衛隊員、消防職員など、多くの

方々が心に深い傷を負っています。

阪神・淡路大震災を契機に、被災者に対する

こころのケアの重要性が認識され、その後の災

害においても「こころの健康」回復のため、積

極的にこころのケアが行われてきました。東日

本大震災においても、被災者や自治体職員等へ

のこころの健康の維持・回復のため、様々な活

動が行われています。

今回の特集では、東日本大震災～こころのケ

ア～を取り上げました。

○　12月上旬の大雪  当初、暖冬が予想されてい

た今冬の長期予報でしたが、日本列島は７日、

北海道から九州の広い範囲で厳しい冷え込み、

積雪が１メートル超を記録するなどの大雪に見

舞われました。

この大雪により富山、福井両県では４人が死

亡、広島・徳島の両県での住民の孤立の他、交

通にも大きな影響を与えております。

大雪の大きな要因は、日本上空の偏西風が南

に蛇行したことで、その北側にある寒気が南下

しやすくなった（気象庁）ということですが、

地球温暖化が影響しているようで、異常気象へ

の備えも怠らないようにしたいものです。

○　阪神・淡路大震災をもたらした、兵庫県南部

地震の発生から１月17日で20年を迎えました。

死者6,434名、負傷者43,792名、全焼家屋7,036

棟、全壊家屋104,906棟、半壊家屋144,274棟と

いう大災害になっております。

大都市を崩壊させた大地震から、20年、災害

に強いまちづくりを目指して、多くの方々の知

恵と弛まぬ努力により、交通網が整備され、ビ

ルが立ち並ぶ美しい街に復興を遂げております。

関係者の方々に敬意を表する次第です。

阪神淡路大震災の教訓は、その後の災害対応

におおいに生かされており、 20年の復興の歩み

を振り返ることで、今後の大災害対応として、

さらに学ぶものがあるような気がします。

編　集　後　記
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